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Ⅰ 消費生活センターの概要 
 

１ 設置の目的 

消費生活に関する各種情報の収集・提供、消費生活相談の適切な処理及び事業者指導を実施し、市民の

消費者被害の防止  ・救済と消費者意識の向上を図ることにより、消費者としての自立を支援し、もって市民の

安全で安心できる消費生活の実現に寄与する。 

 

２  機構・事務分掌及び職員数 

企画係長、 係員１、会計年度任用職員２ 

１ 消費者行政の企画調整に関すること 

２ 消費生活審議会に関すること 

３ 消費者教育推進計画に関すること 

４ 消費者団体の支援及び消費者団体との連携に関す

ること 

５ センターの庶務に関すること 

６ 施設の維持管理に関すること 

 

相談指導係長、 係員２、 

会計年度任用職員（消費生活相談員）11 

１ 消費生活相談に関すること 

２ 事業者指導に関すること 

 

  教育啓発係長、 係員２、 

会計年度任用職員（消費者教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）１ 

１ 消費者教育・啓発に関すること 

２ 消費生活情報の収集・提供に関すること 

３ 消費者事故等の調査・報告に関すること 

 

３  施設の概要 

(1)  所 在 地  〒810-0073 

福岡市中央区舞鶴２丁目５番１号（あいれふ７階） 

TEL：092-712-2929 相談専用電話：092-781-0999 

FAX：092-712-2765 

 

(2)  開館時間            平日８時 45 分～18 時 

相談受付は  平日   ９時～17 時（電話・来所）※来所は要予約 

    土曜日 10 時～16 時（電話のみ）  

                            ※祝休日・年末年始（12 月 29 日～１月３日）を除く 

 
(3)  施設概要      

①  複合施設  （あいれふ） 

敷地面積          3,455.30 ㎡ 

延床面積         18,195.98 ㎡ 

構造規模       地下２階・地上 10 階 

所   長  １ 

係   長  ３ 

係   員  ５ 

会計年度任用職員  １４ 

   計     ２３ 

市民局 生活安全部 消費生活 
センター 
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②  消費生活センター （あいれふ７階） 

専用部分 609.53 ㎡ 

①事務室                    ⑥面談室 

②消費生活相談コーナー     ⑦資料室 

③特別相談室       ⑧くらしの研修室 

④みんなの商品テスト室      その他倉庫等（地下 1 階） 

⑤更衣室等 

 

 

４  令和６年度の主な事業内容と予算 

  （単位:千円） 

事  業  費  目 
５ 年 度 

予 算 額 

６ 年 度 

予 算 額 

差 引 

増 減 額 
６年度の主な事業内容 

消費者教育・ 

啓発 
19,545 23,489 3,944 

くらしに役立つ消費生活講座 
消費生活情報の収集・提供 
情報紙「くらしのインフォメーション」発行 
「消費生活かわら版」の発行 他 

消費者教育出前講座 
消費生活サポーター事業 
 
福岡県消費者行政推進事業補助金事業 
・高齢者等見守り事業 
・中学校消費者教育推進事業 
・様々な主体と連携したライフステージごと
の消費者教育 他 

消費者相談・ 

事業者指導 
57,767 55,151 △2,616 相談業務の実施 

消費生活センター

機能強化事業 

（消費） 

2,221 952 △1,269 消費者教育推進計画策定 

消費生活センター

管理等経費 
20,499 24,245 3,746 センターの管理運営、消費生活審議会等 

合      計 100,032 103,837 3,805  

 

④ ⑤ ⑥ 

① ② ③ 

⑦ 

⑧ 

E
V 

E
V 

※７階 西側平面図 
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Ⅱ 令和５年度事業実績 
 

１  消費生活相談 

安全で安心できる消費生活の実現のため、 市民からの相談・苦情を受け助言等を行うとともに、 消費者と事業者の 
交渉力の格差などを考慮し、自主交渉が困難な場合には事業者との交渉を行い、両者の主張に隔たりがあるなど解決

困難な事案については、 消費者と事業者が同席の上あっせんを実施し、消費者トラブルの解決に努めている。なお、 
相談業務は委託している。 

 

(1)  相談業務                                                    （令和６年４月現在） 

一般相談 

商品やサービスの契約、販売方法、品質などに関する相談 

・日   時 ： 平日 ９時～17 時、 土曜日 10 時～16 時 

          ※祝休日及び年末年始（12 月29 日～１月３日）を除く 

・方   法 ： 電話、来所（要予約、土曜日は電話のみ）、 

インターネット 

特別相談 
一般相談の中で、専門知識が必要な相談に対応 

・法 律 相 談 ： 月２回（原則、第２・４火曜日)  14 時～16 時 

・クリーニング相談 ： 月１回（原則、第１木曜日)     14 時～16 時 

 

(2)  相談状況  

① 相談件数 

相談件数は平成16 年度の 27,613 件（うち 14,332 件、51.9％は架空請求はがき等による不当請求）をピークに 

近年は横ばい傾向にあるが、令和５年度は 11,492 件で前年度に比べると 361 件（3.2％）増加した。     

年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

件数 12,290 12,555 10,753 11,131 11,492 

（うち土曜件数） （472） （497） （508） （488） （443） 
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② 相談方法別相談件数 

   ※構成比（％）については、端数の関係で合計が 100％にならないものがある。（以下共通） 
 

③ 契約当事者の男女別件数 

性  別 女 男 団体 不明 合計  

相談件数 (％） 6,469 (56.3) 4,415 (38.4) 569 (5.0) 39 (0.3) 11,492 （100.0） 

 

④ 契約当事者の年代別相談件数 

高齢者の相談の割合が高い。 

  
元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度  (参考) ５年度 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 
人口※

（万人） 

件数/人口

(％) 

18 歳未満 172 1.4 192 1.5 168 1.6 154 1.4 143 1.2 24.2 0.06 

18歳・19歳 195 1.6 172 1.4 138 1.3 167 1.5 173 1.5 3.0 0.58 

20 歳代 1,633 13.3 1,705 13.6 1,509 14.0 1,495 13.4 1,397 12.2 21.3 0.66 

30 歳代 1,476 12.0 1,586 12.6 1,272 11.8 1,320 11.9 1,281 11.1 20.0 0.64 

40 歳代 1,819 14.8 1,920 15.3 1,513 14.1 1,456 13.1 1,483 12.9 23.1 0.64 

50 歳代 1,733 14.1 1,790 14.3 1,498 13.9 1,643 14.8 1,681 14.6 21.4 0.79 

60 歳代 1,560 12.7 1,521 12.1 1,295 12.0 1,374 12.3 1,468 12.8 16.3 0.90 

70 歳代 1,494 12.2 1,504 12.0 1,324 12.3 1,501 13.5 1,558 13.6 16.0 0.98 

80 歳 以 上 907 7.4 938 7.5 853 7.9 859 7.7 1,039 9.0 11.2 0.93 

不 明 1,301 10.6 1,227 9.8 1,183 11.0 1,162 10.4 1,269 11.0 － － 

合  計   12,290 12,555 10,753 11,131 11,492 164.3 0.70     

※人口は「福岡県人口移動調査」による令和 5 年 10 月 1 日現在の推計人口 

 

⑤ 相談処理状況                                          （令和６年６月 17 日現在） 

     
元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

件数 （％） 件数 （％） 件数 （％） 件数 （％） 件数 （％） 

処

 

理

 

結

 

果 

他 機 関 紹 介 62 （ 0.5) 30 （ 0.2） 13 （ 0.1） 28 （ 0.3） 55 （ 0.5） 

助言（自主交渉） 8,748 （71.2) 9,365 （74.6) 8,427 （78.4) 8,919 （80.1) 9,492 （82.6) 

その他の情報提供 2,229 （18.1) 2,088 （16.6) 1,362 （12.7) 1,120 （10.1) 995 （ 8.7) 

あ っ せ ん 解決 754 （ 6.1) 576 （ 4.6) 511 （ 4.8) 617 （ 5.5) 505 （ 4.4) 

あ っ せ ん 不調 107 （ 0.9) 98 （ 0.8) 100 （ 0.9) 81 （ 0.7) 69 （ 0.6) 

処 理 不 能 ※ １ 40 （ 0.3) 31 （ 0.2) 15 （ 0.1) 38 （ 0.3) 41 （ 0.4) 

処 理 不 要 ※ ２ 350 （ 2.8) 367 （ 2.9) 325 （ 3.0) 328 （ 2.9) 331 （ 2.9) 

相談継続中 ※ ３  0 （ 0.0) 0 （ 0.0) 0 （ 0.0) 0 （ 0.0) 4 （ 0.0) 

合 計 12,290 12,555 10,753 11,131 11,492 

    ※１ 「相談者に連絡がとれなくなった」「苦情の相手方である事業者が倒産し連絡がとれなくなった」等の理由で処理できなかっ

たもの。 

    ※２ 「相談者が単にセンターに情報を提供しただけであり、処理を望んでいない場合」や「センターが、処理が不要であると判

断した場合」 等。 

    ※３ 相談が継続中で処理が終了していないもの。 

相談方法 電話 来訪 文書 インターネット相談 合計  

相談件数 (％） 10,818 (94.1) 74 (0.6) 91 (0.8) 509 (4.4) 11,492 (100.0) 
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⑥ 特別相談件数 

区  分 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

法律相談 
回 数 24 24 24 24 24 

件 数 41 35 30 26 24 

クリーニング 
回 数 12 12 12 12 12 

件 数 7 6 4 2 3 

 

⑦ 不当請求に関する相談の状況 

インターネットやはがきなどによる不当請求の相談件数は、平成 16 年度をピークに減少し、平成 20 年度から

30 年度は概ね横ばいで推移していたが、令和元年度から再び減少傾向にある。５年度は 905 件中 160 件

（17.7％）が架空請求であり、昨年度よりも増加している。 

区 分 16 年度   元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

不当請求（Ａ） 

（ ）は、全相談件数に占める割合 

14,332 

(51.9) 

  1,178 

(9.6) 

1,076 

(8.6) 

978 

(9.1) 

973 

(8.7) 

905 

(7.9) 

 うち架空請求（B） 

（ ）は、Ｂ／Ａ（％） 

統計なし 

 

 

 433

（36.8） 

200 

(18.6) 

167 

(17.1) 

121 

(12.4) 

160 

(17.7) 

 うち架空請求はがき（C） 

（ ）は、C／A（％） 

  220 

（18.7） 

26 

(2.4) 

25 

（2.6） 

4 

（0.4） 

11 

（1.2） 

うちワンクリック請求（D） 

（ ）は、D／A（％） 

  112 

（9.5） 

143 

(13.3) 

125 

(12.8) 

92 

(9.5) 

53 

(5.9) 

※ 「不当請求」：二重請求、不当な取立て等業者の不当な請求に関する相談。架空請求も含まれる。 

※ 「架空請求」：電子メール、はがきなどの文書、電話などによる身に覚えのない代金の請求に関する相談。 

※ 「ワンクリック請求」：電子メールやホームページにおいて、動画や年齢確認ボタンをクリックしただけで会員登録され、料金を 

請求されるものに関する相談。 

※ 一つの相談が、「架空請求」、「ワンクリック請求」の複数の項目に該当する場合は、それぞれの項目に計上している。 
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 ⑧ 商品別分類相談件数ランキング 

令和５年度は、３年連続で１位が「商品一般」、２位が「不動産貸借」となっている。また、４年度から 18・19 歳が

増加傾向にある「エステティックサービス」に関する相談が３位となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「デジタルコンテンツ」：アダルト情報サイト、出会い系サイト、オンラインゲーム、音楽情報サイト、投資情報サイト等に関する相談。 

令和２年度まで使用。なお、デジタルコンテンツに含まれている相談が多種多様なため、改訂後の商品別分類との対比はできない

が、主に「異性交際関連サービス」「他の内職・副業」「アダルト情報」などに分類されている。 

 

【商品別分類の相談の概要】  

１位 商品一般 

商品の相談であるが、商品を特定できない、または特定する必要のないもの。「未納料金」又は「債務

不履行により訴訟提起された」など、身に覚えがなく債権の内容も不明な料金について、支払いや連絡

を求める架空請求に関する相談は、前年度より増加した。一方、銀行やカード会社を騙る不審な SMS が

届いたという「ショートメッセージ」に関する相談や、その SMS に記載されたＵＲＬをタップしたら偽サイトに

つながり、ユーザーＩＤやパスワードなどのアカウント情報を入力してしまったという「フィッシング」に関す

る相談は前年度より減少した。その他、クレジットカードの不正使用の相談も含まれる。 

２位 不動産貸借 

賃貸アパートに係る相談が大部分を占めている。借主が賃貸住宅を退去する際に、ハウスクリーニン

グやクロス張替え等の原状回復費用を請求されたが、高額である、請求内容に納得できない、敷金を上

回る金額を請求されたという相談が寄せられた。 

３位 エステティックサービス 

脱毛サービスに関する内容が７割強で、高額な契約をしたが、クーリング・オフや中途解約を希望する

相談が多い。また、成年年齢引き下げ以降、18 歳、19 歳の相談も多い。 

４位 基礎化粧品 

美容液やシミ取りクリームなどを初回お試し価格で申し込んだが、初回のみで解約の連絡をしたところ、

複数回数取ることが条件の「定期購入」になっていて、解約には定価との差額が必要と言われたという相

談が寄せられた。約９割がインターネット通販で、電子広告に係る相談も含まれる。 

５位 役務その他サービス 

役務の相談のうち、他に定める分類に該当しないもの。相談サイトを利用すると意図せず月額契約に

なっていたなどの相談が寄せられた。また、「給湯器の点検に来たい」と電話で言われて承諾したが、契

約中のガス会社に確認すると無関係の業者であることが分かったという相談もあった。 

　  順位

年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

商品一般
デジタル

コンテンツ
不動産貸借

他の
健康食品

携帯電話
サービス

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

役務その他
サービス

ｴｽﾃﾃｨｯｸ
ｻｰﾋﾞｽ

工事・建築
基礎化粧
品

1,009 911 889 440 365 339 296 267 246 209

デジタル

コンテンツ
商品一般 不動産貸借

他の
健康食品

携帯電話
サービス

役務その他
サービス

保健衛生品
その他

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

他の行政
サービス

工事・建築

1,040 1,029 792 523 391 322 314 297 247 229

商品一般 不動産貸借
携帯電話
サービス

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

異性交際

関連サービス

他の
健康食品

工事・建築
役務その他
サービス

基礎化粧
品

他の内職・
副業

861 699 342 281 216 215 206 189 187 158

商品一般 不動産貸借
基礎化粧
品

ｴｽﾃﾃｨｯｸ
ｻｰﾋﾞｽ

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

他の
健康食品

役務その他
サービス

携帯電話
サービス

工事・建築
異性交際

関連サービス

799 634 455 390 242 230 226 191 185 182

商品一般 不動産貸借
ｴｽﾃﾃｨｯｸ
ｻｰﾋﾞｽ

基礎化粧
品

役務その他
サービス

他の
健康食品

工事・建築
携帯電話
サービス

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

頭髪用化
粧品

861 761 317 309 268 263 258 244 243 197

2

元

4

3

5
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６位 他の健康食品 

ダイエットサプリなどの初回安価な健康食品を一回のみのお試しのつもりで申し込み、初回のみで解

約の連絡をしたところ、複数回数取ることが条件の「定期購入」になっていて、解約には定価との差額が

必要と言われた、解約したいが何度電話してもつながらないなどの相談が多い。約８割がインターネット

通販で、電子広告に係る相談も含まれる。 

７位 工事・建築 

訪問販売で瓦がずれていると言って屋根を点検し工事契約を勧誘されたといった相談や、ガス給湯器

交換、給水管工事をもちかけられ、高額、不必要な契約を結んでしまったとの相談が寄せられた。60 歳

代以上からの相談が約５割を占めている。 

８位 携帯電話サービス 

携帯電話（スマートフォンを含む。）の利用者が増加する一方、サービス内容が複雑であることから、料

金、プラン内容、機種変更、他社への乗り換えなどにおいて事業者の説明不足に起因する相談が多い。

いわゆる「格安スマホ」や「格安ＳＩＭ」に関する相談なども含まれる。70 歳代以上からの相談が約４割を

占めている。 

９位 インターネット接続回線 

パソコンのインターネット接続回線の解約や解約料に関する相談が多い。また、「インターネット回線を

乗り換えると料金が安くなる」と勧められ契約したが逆に高くなったといった、虚偽の説明が疑われるよう

な相談も寄せられた。 

10 位 頭髪用化粧品  

育毛剤やシャンプーなどを初回お試し価格で申し込んだが、初回のみで解約の連絡をしたところ、

複数回数取ることが条件の「定期購入」になっていて解約には定価との差額が必要と言われたという相

談が寄せられた。約８割がインターネット通販で、電子広告に係る相談も含まれる。 

 

 
 
【参考】令和５年度に相談の増加件数・減少件数が多かった商品別分類   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 商品別分類 ４年度 ５年度 増減 対前年度比 順位 商品別分類 ４年度 ５年度 増減 対前年度比

1 不動産貸借 634 761 127 +20.0% 1 基礎化粧品 455 309 ▲ 146 ▲32.1%

2 工事・建築 185 258 73 +39.5% 2 エステティックサービス 390 317 ▲ 73 ▲18.7%

3 商品一般 799 861 62 +7.8% 3 異性交際関連サービス 182 126 ▲ 56 ▲30.8%

4 携帯電話サービス 191 244 53 +27.7% 4 他の化粧品 144 102 ▲ 42 ▲29.2%

5 整体 24 72 48 +200.0% 5 他の行政サービス 127 89 ▲ 38 ▲29.9%

増 加 件 数 の 多 い 商 品 別 分 類 減 少 件 数 の 多 い 商 品 別 分 類
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⑨ 契約当事者の年代別の商品別分類相談件数ランキング 

60 歳代以上で架空請求や不審なメール（迷惑メール）などの「商品一般」が１位となっている。また、20 歳代

以下では、「エステティックサービス」に関する相談が目立つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 「商品一般」：商品が特定できない相談。P６参照。 

※２ 「他の健康食品」：商品は特定できるが、どの区分にも該当しない健康食品に関する相談。 

 

 

 

 

年
代

  順位

年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20

インターネット
ゲーム

ｴｽﾃﾃｨｯｸ
ｻｰﾋﾞｽ

他の
健康食品

他の娯楽等情
報配信サービス

64 39 15 8

インターネッ
トゲーム

ｴｽﾃﾃｨｯｸ
ｻｰﾋﾞｽ

異性交際関
連サービス

基礎化粧品
他の娯楽等情
報配信サービス 商品一般

79 37 16 11 10 9

20

ｴｽﾃﾃｨｯｸ
ｻｰﾋﾞｽ

不動産貸借
異性交際関
連サービス

商品一般
他の内職・
副業

役務その他
サービス

他の娯楽等情
報配信サービス

医療
サービス

229 128 62 59 55 43 31 29

ｴｽﾃﾃｨｯｸ
ｻｰﾋﾞｽ

不動産貸借 商品一般
他の内職・
副業

金融コンサ
ルティング

電気
異性交際関
連サービス

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

役務その他
サービス

医療
サービス

201 137 54 45 44 38 36 35 31 29

30
不動産貸借

ｴｽﾃﾃｨｯｸ
ｻｰﾋﾞｽ

商品一般
修理
サービス

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

携帯電話
サービス

141 63 45 29 27 20

不動産貸借 商品一般
ｴｽﾃﾃｨｯｸ
ｻｰﾋﾞｽ

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

医療
サービス

役務その他
サービス

四輪自動車 工事・建築

179 54 45 36 29 29 24 22

40
不動産貸借 商品一般 基礎化粧品

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

ｴｽﾃﾃｨｯｸ
ｻｰﾋﾞｽ

メイクアップ
化粧品

102 79 57 46 33 27

不動産貸借 商品一般 基礎化粧品
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

医療
サービス

役務その他
サービス

四輪自動車
他の
健康食品

頭髪用
化粧品

携帯電話
サービス

123 77 38 31 30 28 27 26 25 25

50
基礎化粧品 不動産貸借 商品一般

他の
健康食品

頭髪用
化粧品

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

メイクアップ
化粧品

ﾌﾘｰﾛｰﾝ・
サラ金

他の化粧品 工事・建築

140 86 83 52 41 39 34 27 25 24

不動産貸借 商品一般 基礎化粧品
他の
健康食品

頭髪用
化粧品

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

携帯電話
サービス

ﾌﾘｰﾛｰﾝ・
サラ金

124 104 59 55 42 40 35 27

60
商品一般 基礎化粧品 不動産貸借

頭髪用
化粧品

他の
健康食品

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

アダルト情報
メイクアップ
化粧品

104 99 48 39 38 31 30 27

商品一般 基礎化粧品 不動産貸借
他の
健康食品

頭髪用
化粧品

工事・建築
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

メイクアップ
化粧品

役務その他
サービス

四輪自動車、携
帯電話サービス

98 90 58 51 47 41 37 32 29 各24

70
商品一般 基礎化粧品

携帯電話
サービス

不動産貸借
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

工事・建築
役務その他
サービス

他の行政
サービス

他の
健康食品

頭髪用
化粧品

160 88 41 39 36 34 32 31 29 28

商品一般 基礎化粧品
携帯電話
サービス

役務その他
サービス

他の
健康食品

頭髪用
化粧品

不動産貸借
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
接続回線

ウイルス対策
ソフト

工事・建築

140 66 56 52 51 41 37 34 31 30

80
商品一般

他の
健康食品

工事・建築
他の行政
サービス

携帯電話
サービス

基礎化粧品 新聞
固定電話
サービス

役務その他
サービス

不動産貸借、
修理サービス

75 29 28 25 23 22 19 18 17 各16

商品一般 工事・建築
携帯電話
サービス

他の
健康食品

相談その他 新聞

95 69 38 32 28 23各31

頭髪用化粧品、
不動産貸借

各22

他の化粧品、
携帯電話サービス

各33

4

5

5
給湯システム、
修理サービス

電気、基礎化粧品

各26 各22

4
他の健康食品、

役務その他サービス
金融関連サービスその他、

携帯電話サービス

各35 各21

フリーローン・サラ金、
スポーツ・健康教室

他の化粧品、
異性交際関連サービス

商品一般、アダルト情報
基礎化粧品、
医療サービス

各14 各11 各7

歳
以
上

歳
代

歳
代

4

4

4

5

5

5

5

歳
未
満 5

歳
代

歳
代

歳
代

4

4

5

歳
代

4

各8

他の健康食品、
他の内職・副業

電気、携帯電話サービス

各7

メイクアップ化粧品、
役務その他サービス

各31

各20

電気、
金融コンサルティング

各39

四輪自動車、
医療サービス
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⑩ 販売購入形態別の相談件数 

ア 販売購入形態別相談件数 

家庭訪問販売は元年度から４年度の間は減少傾向にあったが、５年度は、前年度比 166 件

（57.0％）増の 457 件であった。また、電子商取引 (インターネット) は、前年度比 144 件 （3.7％） 減の

3,753 件であったが、依然として３割を超えている。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※販売購入形態の内訳は重複があるため、内訳の計と小計とは一致しない場合がある。 

注１：P10 の〈アポイントメントセールス〉〈SF 商法〉〈ネガティブオプション〉参照。 

元年度 ２年度 ３年度 ４年度

1位 ２位 ３位

3,275 2,786 2,522 2,638 2,811 不動産貸借
ｴｽﾃﾃｨｯｸ
ｻｰﾋﾞｽ

携帯電話
サービス

(26.6%) (22.2%) (23.5%) (23.7%) (24.5%) 583 284 136

565 442 413 291 457 工事・建築
給湯
システム

インターネット

接続回線

(4.6%) (3.5%) (3.8%) (2.6%) (4.0%) 104 47 46

18 5 19 31 18
ｴｽﾃﾃｨｯｸ
ｻｰﾋﾞｽ

(0.1%) (0.0%) (0.2%) (0.3%) (0.2%) 16

37 20 33 17 12

(0.3%) (0.2%) (0.3%) (0.2%) (0.1%) 

14 5 9 0 4

(0.1%) (0.0%) (0.1%) (0.0%) (0.0%) 

325 407 357 331 365
修理
サービス

工事・建築
廃品回収
サービス

(2.6%) (3.2%) (3.3%) (3.0%) (3.2%) 67 34 28

957 879 828 670 856

(7.8%) (7.0%) (7.7%) (6.0%) (7.4%) 

3,493 4,215 3,385 3,897 3,753 基礎化粧品 商品一般
他の
健康食品

(28.4%) (33.6%) (31.5%) (35.0%) (32.7%) 274 238 203

544 693 640 659 601 商品一般
他の
健康食品

役務その他
サービス

(4.4%) (5.5%) (6.0%) (5.9%) (5.2%) 57 27 26

4,037 4,908 4,025 4,556 4,354

(32.8%) (39.1%) (37.4%) (40.9%) (37.9%) 

189 152 134 126 100
ファンド型
投資商品

化粧品
金融コンサ
ルティング

(1.5%) (1.2%) (1.2%) (1.1%) (0.9%) 13 8 7

557 467 500 542 644
役務その他
サービス

インターネット
接続回線

金融コンサ
ルティング

(4.5%) (3.7%) (4.6%) (4.9%) (5.6%) 72 58 47

21 107 10 17 19 商品一般

(0.2%) (0.9%) (0.1%) (0.2%) (0.2%) 4

68 44 53 86 82 商品一般 着物類 四輪自動車

(0.6%) (0.4%) (0.5%) (0.8%) (0.7%) 15 11 7

63 67 70 60 48 パーキング
役務その他
サービス

四輪自動車、レンタ

ルサービスほか

(0.5%) (0.5%) (0.7%) (0.5%) (0.4%) 9 4 2

3,123 3,145 2,611 2,436 2,578 商品一般 相談その他 不動産貸借

(25.4%) (25.0%) (24.3%) (21.9%) (22.4%) 436 180 170

12,290 12,555 10,753 11,131 11,492

他の飲料、雑誌、
教養娯楽品その他

各2

各2

ネックレス、指輪、
エステティックサービス

食料品一般、健康食品、ふとん類、
家庭用電気治療器具

各1

５年度

件数
(構成比)

商品別分類の順位件数
(構成比)

土地・建物・設備一般、
建物一般

各1

件数
(構成比)

そ の 他

通
信
販
売

件数
(構成比)

ア ポ イ ン ト メ ン ト

セ ー ル ス （ 注 １ ）

電 子 商 取 引
（ イ ンター ネッ ト）

訪
問
販
売

家 庭 訪 問 販 売

そ の 他

店 舗 購 入

件数
(構成比)

小 計

キャッチセー ルス

S F 商 法 （ 注 １ ）

小 計

そ の 他 無 店 舗

訪 問 購 入

合   計

不 明 ・ 無 関 係

マ ル チ 商 法

電 話 勧 誘 販 売

ネガティブオプション
（注１）
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イ 販売購入形態別・契約当事者の年代別相談件数内訳 

20 歳代では「マルチ商法」、70 歳代以上では「訪問販売」、「電子商取引（インターネット）以外の通信販

売」、「電話勧誘販売」、「訪問購入」の割合が他の年齢層に比べ高くなっている。 「電子商取引（インター

ネット）」に関する相談は、全ての年齢層で一定の割合を占めているが、特に 20 歳未満では約６割を占めて

いる。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※販売購入形態の内訳は重複があるため、内訳の計と小計とは一致しない場合がある。 

〈 アポイントメントセールス 〉 

「抽選に当たったので景品を取りに来て」「特別なモニターに選ばれた」などと販売目的を明らかにしないで、または著しく有利な条件で取引

できると言って、電話やダイレクトメールで喫茶店や事務所へ呼び出し、契約しないと帰れない状態にするなどして商品やサービスを契約させ

る商法。 

〈 ＳＦ商法 〉 （催眠商法） 

路上等で「景品をプレゼントします」などと言って人を集め、締め切った会場で日用品などを次々と無料で配り、雰囲気を盛り上げ興奮状態

にして、最終的に高額な商品を売りつける商法。 

〈 ネガティブオプション 〉 （送り付け商法） 

健康食品やカニなど、契約を結んでいないのに商品を勝手に送ってきて、受け取ったことで、支払い義務があると消費者に勘違いさせて代

金を支払わせようとする商法。代金引換の宅急便で届くこともある。勧誘の電話で契約したことにされたり、断ったのに商品が届く場合もある。  

64 525 462 402 406 292 303 174 183 2,811

(20.3%) (37.6%) (36.1%) (27.1%) (24.2%) (19.9%) (19.4%) (16.7%) (14.4%) (24.5%) 

家 庭 訪 問 販 売 8 44 29 28 31 52 83 158 24 457

キ ャ ッ チ セ ー ル ス 7 9 1 1 0 0 0 0 0 18

ア ポ イ ン ト メ ン ト セ ー ルス 1 6 4 0 1 0 0 0 0 12

Ｓ Ｆ 商 法 0 0 0 1 0 1 0 2 0 4

そ の 他 7 46 31 33 39 48 55 60 46 365

23 105 65 63 71 101 138 220 70 856

(7.3%) (7.5%) (5.1%) (4.2%) (4.2%) (6.9%) (8.9%) (21.2%) (5.5%) (7.4%) 

電子商取引(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ) 195 397 437 620 701 583 424 91 305 3,753

そ の 他 ( 郵 便 ・ 電 話 ・FAX 等） 6 56 51 47 85 62 130 114 50 601

201 453 488 667 786 645 554 205 355 4,354

(63.6%) (32.4%) (38.1%) (45.0%) (46.8%) (43.9%) (35.6%) (19.7%) (28.0%) (37.9%) 

1 19 10 14 12 14 11 7 12 100

(0.3%) (1.4%) (0.8%) (0.9%) (0.7%) (1.0%) (0.7%) (0.7%) (0.9%) (0.9%) 

9 109 45 65 73 86 113 77 67 644

(2.8%) (7.8%) (3.5%) (4.4%) (4.3%) (5.9%) (7.3%) (7.4%) (5.3%) (5.6%) 

0 1 3 2 3 3 2 1 4 19

(0.0%) (0.1%) (0.2%) (0.1%) (0.2%) (0.2%) (0.1%) (0.1%) (0.3%) (0.2%) 

0 3 2 0 6 14 19 33 5 82

(0.0%) (0.2%) (0.2%) (0.0%) (0.4%) (1.0%) (1.2%) (3.2%) (0.4%) (0.7%) 

1 8 3 7 12 8 2 2 5 48

(0.3%) (0.6%) (0.2%) (0.5%) (0.7%) (0.5%) (0.1%) (0.2%) (0.4%) (0.4%) 

17 174 203 263 312 305 416 320 568 2,578

(5.4%) (12.5%) (15.8%) (17.7%) (18.6%) (20.8%) (26.7%) (30.8%) (44.8%) (22.4%) 

316 1,397 1,281 1,483 1,681 1,468 1,558 1,039 1,269 11,492合　　　　計

マ ル チ 商 法

電 話 勧 誘 販 売

ネ ガ テ ィ ブ オ プ シ ョン

訪 問 購 入

そ の 他 無 店 舗

不 明 ・ 無 関 係

店　舗　購　入

訪
問
販
売

小　　計

通
信
販
売 小　　計

60歳代 70歳代
80歳
以上

不明 合計
20歳
未満

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代
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⑪ 多重債務相談  

多重債務に関する相談は、平成 22 年６月の改正貸金業法の完全施行などにより、相談件数は大幅に減少 

しており、５年度は、前年度比 15 件（33.3％）増の 60 件であった。 
 

ア 相談件数    

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

61 46 50 45 60 
 

イ 当事者年代別相談件数   

20歳未満 
（構成比） 

20 歳代 
（構成比） 

30 歳代 
（構成比） 

40 歳代 
（構成比） 

50 歳代 
（構成比） 

60 歳代 
（構成比） 

70 歳代 
（構成比） 

80歳以上 
（構成比） 

不 明 
（構成比） 

総件数 

0 
（0.0%） 

12 
（20.0%） 

12 
（20.0%） 

9 
（15.0%） 

11 
（18.3%） 

5 
（8.3%） 

4 
(6.7%) 

1 
(1.7%) 

6 
（10.0%） 

60 
（100.0%） 

 

 

⑫ 危害・危険に関する相談 

ア 危害に関する相談 

「危害」とは、商品・役務・設備に関連して、身体にけが・病気等の疾病（危害）を受けたという相談である。 

５年度の「危害」に関する相談は 225 件で、前年度の 223 件から２件（0.1%）増加した。                                                                                                                      

≪危害に関する相談件数 商品別分類ランキング≫ 

順位 件数 商品別分類 主な内容等 

１ 24 基礎化粧品 皮膚障害 

２ 22 医療サービス 
その他の傷病及び諸症状、 

消化器障害 

３ 20 頭髪用化粧品 皮膚障害 

４ 14 他の健康食品 
消化器障害、 

その他の傷病及び諸症状 

 145 その他  

合計 225   

     

イ 危険に関する相談 

「危険」とは、危害を受けたわけではないが、そのおそれがある相談である。５年度の「危険」に関する 

相談件数は 25 件で、前年度の 34 件から９件（26.5%）減少した。 

 ≪危険に関する相談件数 商品別分類ランキング≫    

順位 件数 商品別分類 主な内容等 

１ 3 携帯電話 発煙・火花 

２ 2 四輪自動車 破損・折損、機能故障 

 20 その他  

合計 25     
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２  事業者指導 

取引行為に係る苦情の内容が悪質な場合など、消費者被害の拡大防止のため、福岡市消費生活条例に

基づいて事業者の指導を行っている。事業者面接を定例的に実施するとともに、事業者の取引行為が条例に

定める「不当な取引行為」の禁止項目に当たると認められるときは条例に基づく是正指導・勧告を行い、消費

者被害の発生や拡大防止に努めている。 

                                

(1) 事業者面接 

毎月定例的 （原則第２・４木曜日） に行った。面接では、当該事業者に関する相談概要を説明し、条例に

違反すると思われる行為については、その都度口頭で取引行為の是正を促した。 

※元年度から３年度は、新型コロナウイルス感染拡大に 

伴い、面接が実施できなかった期間あり。 

 

(2) 事業者指導・勧告 

福岡市消費生活条例第 21 条に規定する不当な取引行為を行う事業者に対し、口頭又は文書にて是正指

導及び勧告を行っている。 

年   度 元 ２ ３ ４ ５ 

 

指導件数 

10 

文書  0 

口頭 10 

7 

文書 0 

口頭 7 

7 

文書 2 

口頭 5 

5 

文書 1 

口頭 4 

1 

文書 0 

口頭 1 

勧告（公表）件数 0 0 0 0 0 

緊急公表件数 0 0 0 0 0 

口頭指導については、短期間に相談件数が目立って増加してきた事業者や年間を通して相談が寄せられ

る事業者で、相談内容に不当な取引行為の疑いがある場合、調査通知書等により来所を促し、取引行為に

ついて聴き取りを行うとともに口頭で是正指導を行っている。 

令和５年度においては、水回り修理サービスの事業者に対し口頭指導を行った。主な事例は下記のとおり。 
 

○事例  （水回り修理サービス：クーリング・オフの拒絶） 
 アパートのトイレが詰まったので、インターネット広告に「最低６千円から」と書かれていた事業者に電話

をかけた。工事担当者が家にやってきて、圧力ポンプを試みたが解消しなかった。担当者からは「便器を外す

必要がある」「機械を持ってこなくてはいけない」などと言われ、都度、料金の説明があったが、詰まってい

ることで焦って依頼した。結果、「10万円」と言われ、クレジットカードで支払うことにした。親に相談した

ら、「高すぎないか」と言われ、消費生活センターへ相談するよう言われた。契約書にクーリング・オフの記

載はある。その後、相談者からの相談を受けてセンターより事業者に連絡したところ、クーリング・オフを通

知したことに対して、事業者からは「詰まりは解消しているし、金額は説明しながら了承いただいていること

は聞いているか」と言われた。「聞いているが、クーリング・オフであるので全額の返金になる」と説明した

ところ、事業者からは「一部支払ってもらう話はできないか」と言われた。 
 

年   度 元※ ２※ ３※ ４ ５ 

面接件数 51 19 17 35 30 
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３ 消費者教育・啓発 

「安全で安心できる消費生活の実現」を目標に、市民 （消費者） 、学校、地域の団体、消費者団体、事業者 

など多様な担い手（主体）と連携しながら、消費者教育を一体的かつ総合的に推進していくために、令和２年 

３月に「第２次福岡市消費者教育推進計画」を策定し、計画に基づいて、消費者教育・啓発事業を行った。 

                                 （計画期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間） 

 

（１） 第２次福岡市消費者教育推進計画 

  ① 福岡市消費者教育推進会議 

庁内の関係課で構成し、消費者教育を一体的かつ総合的に推進していくために、協議・意見交換を

行った。 

ア 設置  平成 27 年６月１日 

イ 構成  市  民  局 : コミュニティ推進課、消費生活センター 

こども未来局 : 総務課 

福  祉  局 : 高齢社会政策課、地域包括ケア推進課、障がい者支援課 

保 健  医 療  局 : 健康増進課 

環  境  局 ： 環境政策課 

教 育  委 員 会 : 中学校教育課、高校教育課、教育センター人材育成課 

（※構成、組織名称は令和５年度） 

ウ 令和５年度開催状況 

開催日 協議事項 

Ｒ５.７.７ 

○第２次福岡市消費者教育推進計画の進捗状況について 

○各局における取組について 

〇その他 

 

 

  ② 計画の周知 

第２次福岡市消費者教育推進計画について、概要版を 

市民向けパンフレットとして、本庁情報プラザのほか、 

各区役所・出張所、各公民館などで配布した。 

 

③ 市政アンケートの実施 

  第２次福岡市消費者教育推進計画の基礎資料とし、 

消費者トラブル及び被害防止啓発に関する市民の意識 

を測るため、アンケート調査を実施した。（Ｐ37 掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

  
 

② 計画概要版パンフレット 
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（２） 消費者講座 （実施回数 124 回、参加者 5,439 人） 

消費者が主体的・合理的な消費生活を営むために必要な知識の普及を図るため、また消費者の自発的

な活動を担う人材を育成するために、各種消費者講座を開催した。 

 

《講座開催総括表》 

講 座 名 内 容 回数 参加人数 

① 福岡市出前講座 

「福岡市出前講座」に掲載した
テーマについて地域の依頼を
受けて職員や相談員などが公
民館等に出向き講座を開催 

104 4,644 

 

学
校
等
対
象
講
座 

ア 中学校における消費者教育講座 
消費者トラブル事例や対処法な
ど消費生活に関する知識を学
ぶ家庭科の授業を支援 

28 845 

イ 高校生のための消費者教育講座 

成年年齢引下げにより消費者
被害の増加が懸念される高校
生に向けて消費者トラブル未然
防止のための講座を開催 

5 1,710 

ウ 特別支援学校における消費者教育講座 
消費者トラブル事例や対処法な
ど消費生活に関する知識を学
ぶ家庭科の授業を支援 

4 166 

エ 若年者向け消費者教育講座 

社会経験が少なく悪質商法の
被害にあいやすい大学生や専
門学校生向けの消費者トラブル
未然防止のための講座を開催 

6 401 

② 消費者教育講座 

（福岡市出前講座に該当しないもの） 

地域や団体からの依頼を受け

て講座を開催 
4 87 

③ くらしに役立つ消費生活講座 

夏休みに小学生とその保護者

を対象に専門家を講師に招き

講座を開催 

2 69 

④ 消費生活サポーター育成講座等 

高齢者の消費者被害を未然に
防止するため、悪質商法やその
対処法について情報伝達でき
る人材を育成する講座の開催
及び、サポーターの情報共有の
ために研修会を実施 

14 639 

     ※ ア、イ、ウ、エは「①福岡市出前講座」の再掲 
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① 福岡市出前講座 （実施回数 104 回、参加者 4,644 人）   

テーマ 対 象 内 容 回数 参加人数 

知って防ごう！ 
消費者トラブル 

高齢者及び 
高齢者の見守り関係者 

悪質商法の手口及び 
対処法の紹介  

43 1,174 

生徒・学生及びその関係者 43 3,122 

障がい者及びその関係者 6 65 

その他一般 4 153 

家庭で起こる 
製品事故にご注意！ 

高齢者 家庭で使用する電化製品な
どの事故事例の紹介と対策 

4 71 

障がい者及びその関係者 1 15 

子どもを事故から守る
ために 

その他一般 乳幼児に多い事故と注意点 3 44 

《福岡市出前講座 学校等対象講座テーマ一覧》 

2-1 知って防ごう！消費者トラブル           2-2 家庭で起こる製品事故にご注意！ 

2-3 子どもを事故から守るために 

 

ア 中学校における消費者教育講座 （実施校４校、実施回数 28 回、参加者 845 人） 

開催日 学 校 名 テーマ 講 師 学年 回数 
参加
人数 

R５.７.13  
７.18 
７.20 
９.５ 

高宮中学校 2-1 福岡市消費生活センター職員 3 9 299 

R5.９.25 
10.10 

当仁中学校 2-1 福岡市消費生活センター職員 3 6 161 

R5.12.12 
  12.14 
  12.15 

和白丘中学校 2-1 福岡市消費生活センター職員 3 8 253 

R6.１.11 
  １.18 

筑紫丘中学校 2-1 福岡市消費生活センター職員 3 5 132 

 

イ 高校生のための消費者教育講座 （実施校５校、実施回数５回、参加者 1,710 人） 

開催日 学 校 名 テーマ 講 師 学年 
参加 
人数 

R５.４.27 筑紫女学園高等学校 2-1 福岡市消費生活センター職員 3 408 

R５.６.30 博多工業高等学校 2-1 福岡市消費生活センター職員 2 257 

R５.９.26 香住丘高等学校 2-1 福岡市消費生活センター職員 1 410 

R５.11.15 福翔高等学校 2-1 福岡市消費生活センター職員 3 329 

R５.12.13 福岡西陵高等学校 2-1 福岡市消費生活センター職員 3 306 
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ウ 特別支援学校における消費者教育講座 （実施校２校、実施回数４回、参加者 166 人） 

開催日 学 校 名 テーマ 講 師 学年 
参加 
人数 

R５.６.23 博多高等学園 2-１ 福岡市消費生活センター職員 2 53 

R５.６.29 博多高等学園 2-１ 福岡市消費生活センター職員 3 52 

R６.２.９ 
２.16 

清水高等学園 2-１ 福岡市消費生活センター職員 1 61 

 

エ 若年者向け消費者教育講座 （実施校５校、実施回数６回、参加者 401 人）                                              

開催日 対 象 テーマ 講 師 
参加 
人数 

R５.４.５ 福岡看護大学 2-１ 福岡市消費生活センター職員 115 

R５.４.19 福岡歯科衛生専門学校 2-１ 福岡市消費生活センター職員 51 

R５.５.10 九州大学 2-１ 福岡市消費生活センター職員 71 

R５.５.29 九州電気専門学校 2-1 福岡市消費生活センター職員 27 

R６.６.７ 九州電気専門学校 2-1 福岡市消費生活センター職員 14 

R５.12.21 中村学園大学短期大学部 2-1 福岡市消費生活センター職員 123 

 

② 消費者教育講座（福岡市出前講座に該当しないもの） （実施回数４回、参加者 87 人） 

開催日 対象 テーマ 講 師 
参加 
人数 

R５.７.27 
小学校教員 
（福岡市教育センター） 

知って防ごう！消費者トラブル 
福岡市消費生活

センター職員 
11 

R５.11.１ 
社会福祉法人 
福岡市社会福祉協議会 

知って防ごう！消費者トラブル 
福岡市消費生活

センター職員 
29 

R５.11.13 
JA 福岡市 
田隈資産管理部会 

知って防ごう！消費者トラブル 
福岡市消費生活

センター職員 
16 

R６.１.29 
弥永西校区 
男女共同参画協議会 

知って防ごう！消費者トラブル 
福岡市消費生活

センター職員 
31 

 

③ くらしに役立つ消費生活講座 （実施回数２回、参加者 69 人）                                                             

開催日 テーマ 講 師 会場 
参加 
人数 

R5.8.1（午前） 親子で学ぶお金の話 
福岡県金融広報委員会 

金融広報アドバイザー 
あいれふ講堂 41 

R5.8.1（午後） 親子で学ぶお金の話 
福岡県金融広報委員会 

金融広報アドバイザー 
あいれふ講堂 28 

 

 

 

 

 

 

 



- 17 - 
 

④ 消費生活サポーター育成講座等  

地域におけるサポーター活動状況の報告や消費者トラブル事例等について情報交換を行った。 

 

ア 育成講座 （実施回数 13 回、登録者 251 人） 

開催日 対象 講師 会場 登録者 

R５.６.20 早良区室見校区民児協 福岡市消費生活センター職員 室見公民館 17 

R５.６.21 
東区香椎下原校区 

社会福祉協議会 
福岡市消費生活センター職員 

香椎下原 

公民館 
2 

R５.６.22 中央区南当仁校区民児協 福岡市消費生活センター職員 南当仁公民館 14 

R５.６.23 南区東若久校区民児協 福岡市消費生活センター職員 東若久公民館 7 

R５.７.11 中央区民児協 福岡市消費生活センター職員 
あいれふ 

研修室 
7 

R５.７.26 中央区赤坂校区民児協 福岡市消費生活センター職員 赤坂公民館 8 

R５.８.23 城南区堤・堤丘校区民児協 福岡市消費生活センター職員 堤公民館 20 

R５.８.25 西区福重・壱岐東校区民児協 福岡市消費生活センター職員 福重公民館 10 

R５.11.１ 東区民児協 福岡市消費生活センター職員 
東市民センター 

なみきホール 
105 

R5.12.22 西区今津・北崎校区民児協 福岡市消費生活センター職員 今津公民館 14 

R６.２.15 南区三宅校区民児協 福岡市消費生活センター職員 三宅公民館 11 

R６.２.19 西区今宿・玄洋校区民児協 福岡市消費生活センター職員 
さいとぴあ 

会議室 
24 

R６.２.21 博多区東吉塚校区民児協 福岡市消費生活センター職員 東吉塚公民館 12 

 

イ 研修会 （実施回数１回、参加者 28 人） 

開催日 参 加 者 会 場 
参加 

人数 

R5.9.14 

消費生活サポーター、事業者サポーター 

（○事 第一生命保険株式会社、エフコープ生活協同組合、福岡市農業

協同組合、九州電力株式会社福岡支社、西部ガス株式会社、医療法

人順和、医療法人寺沢病院、医療法人和仁会福岡和仁会病院） 

あいれふ
講堂 

28 
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（３） 広 報  

 

《広報総括表》   

区  分 内  容 

①  
イベントの開催、 

動画の放映等 

消費者月間等でのパネル展示や動画放映、若年者向けの啓発イベントや

動画放映等を実施し、広く市民に注意を呼びかける 

② 福岡市広報媒体の活用 
福岡市のさまざまな広報媒体を活用し、消費者トラブル未然防止のため広く

市民に注意喚起する 

③ マスコミの活用 
ＴＶや新聞などの媒体を活用し、消費者トラブル未然防止のため広く市民に

注意喚起する 

④ SNS の活用 
X（旧 Twitter）や Facebook を活用し、消費者トラブル未然防止のため広く市

民に注意喚起する 

 

① イベントの開催、動画の放映等 

 

ア パネル展示 （実施回数１回） 

実施日 テーマ 事業内容 場 所 

R5.11.1 
～11.7 

製品安全総点検 
月間パネル展 

製品事故の注意喚起などのパネル展
示及び資料配架 

あいれふ１階 
コミュニティプラザ 

 

イ 広報動画等の放映 （実施回数２回） 

実施日 テーマ 事業内容 場 所 

R5.5.8～6.11 

「消費者月間」 

消費者トラブル

防止 

消費者トラブルの注意喚

起及び消費生活センター

相談窓口の周知を目的と

した動画放映 

○マルチ商法  

〇定期購入 

〇エステ 〇賃貸借契約 

・市役所１階ロビーサイネージ 

・ソラリアビジョンサイネージ 

R5.11.27～R6.1.31 

「福岡県悪質商法 

撲滅月間」 

 

・市役所１階ロビーサイネージ 

・ソラリアビジョンサイネージ 

・ららぽーと福岡サイネージ 

・因幡町通り地下通路サイネージ 

・イオンモール福岡伊都「わが街

NAVI」サイネージ 

・メディカルシティ天神ビジョン 
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ウ 若年者の消費者トラブル防止に関するイベント 

若年者が消費者問題に興味を持つことを目的としたステージイベント、「トラコレ福岡」を福岡大学の学

園祭で開催し、消費者トラブルに関する注意喚起を行った。イベントは、企画段階から大学や学生と協働

で実施した。 

開催日 ゲスト等（敬称略） 内 容 

R5.11.5 
・ゴリけん 

・財津南美  

・消費者力クイズ 

・学生とゲストによる消費者トラブル事例紹介及び消費生活センター

職員による対処法の解説 

・抽選会 

       
エ 若年者向け啓発動画の放映 

     

 (ｱ)  映画館ＣＭの放映 

   令和５年 11 月３日から令和６年３月７日まで、福岡市内の映画館２館において、若年者向け消費

者トラブル啓発動画の放映を行った。 

内 容 場 所 

・マルチ商法のトラブル 

・賃貸借契約のトラブル 

・エステのトラブル 

・定期購入のトラブル 

T・ジョイ博多 

ユナイテッド・シネマ 福岡ももち 

 
 

    (ｲ)  成人の日記念行事における動画の放映 

   令和６年１月８日開催の福岡市成人の日記念行事「はたちのつどい」において、若年者向け消費

者トラブル啓発動画の放映を行った。 

内 容 場 所 

・エステのトラブル 

・定期購入のトラブル 
マリンメッセ福岡 A 館 
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オ 新大学生防犯強化月間 

      市防犯・交通安全課が策定している「福岡市防犯のまちづくり推進プラン」に基づき、４・５月を「新大学 

     生防犯強化月間」と位置づけ、市内 21 大学の新入生を対象として、若年者に多い消費者トラブルにつ 

     いて啓発リーフレットやグッズの配布、メール配信により注意喚起を行った。 

大 学 名 
啓発リーフレット 

配布数 
メール配信 

九州大学 20  〇 

福岡女子大学 250  〇 

西南学院大学 100  － 

福岡大学 5,000  〇 

九州産業大学 

九州産業大学造形短期大学部 
100  〇 

第一薬科大学 300  － 

中村学園大学 

中村学園大学短期大学部 
1  － 

純真学園大学 

純真短期大学 
700  － 

福岡歯科大学 

福岡医療短期大学 

福岡看護大学 

231  〇 

福岡女学院大学 

福岡女学院大学短期大学部 
－  〇 

福岡国際医療福祉大学 5  － 

香蘭女子短期大学 350  － 

精華女子短期大学 450  － 

西日本短期大学 50  － 

令和健康科学大学 －  〇 

≪「新大学生防犯強化月間」配信メール≫ 

実施日 テーマ 内 容 

R５.４.７ 成年年齢が 18 歳に引き下げられました！ 成年年齢引下げの周知と注意喚起 

R５.５.12 詐欺的な投資勧誘トラブルに要注意！ 投資勧誘のトラブル事例と注意点 

 
② 福岡市広報媒体の活用 

実施時期 媒 体 内 容 

ア 随時 
消費生活センター 
ホームページ 

消費者トラブルの未然・拡大防止のための情報提供及び 
消費生活に関する各種情報提供 

イ 通年 区役所ＴＶモニター 
区役所の市民課フロアに設置したＴＶモニターを活用し 
消費者トラブルの注意喚起情報を放映 

ウ 通年 屋外看板 キャッチセールスの注意喚起（旧天神コア前バス停に設置） 
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ア 消費生活センターホームページ 

最新の注意喚起情報や講座、イベント案内など市民に役立つ情報を提供 

 (http://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/shohiseikatsu/life/syouhiseikatusentauhoumupeiji/shohi.html) 

 
     イ 区役所 TV モニター （６区役所）    ※放映枠を確保できた月のみ放映 

放映

月 
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

放映 

内容 

訪問

購入 

サイドビ
ジネス商

法及び消
費者月間 

点検

商法 

マルチ

商法 

製品事

故（夏に
多い子
どもの事

故） 

ネット 
通販 

（不審な
サイト） 

架空 
請求 
メール 

製品事
故（配線

器具によ
る事故） 

不用品

回収及
び悪質
商法撲

滅月間 

ワンク
リック
請求 

不動産

賃借 

ネット
通販

（定期
購入） 

 

ウ 屋外看板                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ マスコミの活用 

 

ア 取材対応 （取材回数 11 回、うち TV 出演回数１回） 

放送日 番組名 内 容 

R5.9.14 KBC アサデス 
蜂の巣の駆除依頼に関する消費者トラブルの注意喚
起について 

 

④ ＳＮＳの活用 

 

ア Ｘ（旧 Twitter）及び Facebook を活用した最新トラブルの注意喚起情報発信 
配信 

月 
8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

内容 
オンライン
ゲーム高

額課金 

遠隔操作ア

プリ・画面共
有アプリの注

意喚起 

「○○ペイで
返金します」

注意喚起 

モノなし
マルチ 

自転車用
ヘルメット

の安全性 

ダイエット
目的のオン

ライン診療 

不動産
賃借 

定期購
入 

   
 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/shohiseikatsu/life/syouhiseikatusentauhoumupeiji/shohi.html
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（４） 消費生活情報の収集・提供 

消費者トラブルの未然防止を目的に啓発資料を作成・配布し、情報提供を行った。 

 

     《啓発資料総括表》  

啓 発 資 料 
主な 
対象 

内 容 配布頻度 

① 
くらしのインフォメー
ション 

一般 
消費者トラブルの事例と対処法や製品事故に関
する注意点など消費生活に役立つ生活情報紙を
作成し関係先に配布 

年 3 回 

② 消費生活かわら版 一般 
相談事例のうち被害拡大の恐れのある緊急度の
高い事例について啓発チラシを作成し関係先に
配布 

随時 

③ 
消費生活かわら版
≪特別号≫ 

一般 
消費者トラブルの事例と対処法や製品事故に関
する注意点などを周知するため、市政だより折り
込みタブロイド紙(４頁)を作成し全戸に配布 

年 1 回 
（9/15） 

④ 市政だより記事掲載 一般 
主な消費者トラブル相談事例に関する注意喚起
や消費生活センター相談窓口の案内を全区版又
は区版に掲載 

随時 

⑤ 
福岡市老人クラブ連
合会広報紙記事掲
載 

高齢者 
市老人クラブ連合会の広報紙「ふくふくクラブ福
岡」に高齢者向けの啓発記事を提供 

年 2 回 
（7、1 月） 

⑥ 
新聞連載記事 
「暮らしのヒント」 

一般 
悪質商法に限らず、暮らしに役立つさまざまなテ
ーマのコラムを西日本新聞に掲載（県版木曜朝
刊） 

原則週１回 
（39 回） 

⑦ 県と共働した情報紙 
一般 
若年者 

県と共働し一般向けの「ホットな消費者ニュース」
及び若年者向けの「消費生活トラブル注意報」に
記事を提供し配布 

ホ ッ ト ：毎月 
トラブル：隔月 

⑧ 見守り新鮮情報 
高齢者 
障がい者
見守り 

国民生活センターが収集編集した高齢者及び障
がい者の支援者向けの資料を配布 

月 1 回 

⑨ 
子ども・若者サポート
情報 

乳幼児※ 
若年者 

国民生活センターが収集編集した乳幼児や若年
者に関わる悪質商法や製品事故についての啓発
資料を配布 

随時 

⑩ 
その他の啓発資料
等 

一般 
講座で使用する啓発資料や様々な啓発資材を作
成、配布、貸出など 

随時 

     ※乳幼児は、乳幼児の養育者をいう。 

 

 《一般向け啓発資料の主な配布先》 

配布先 くらしのｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ 見守り新鮮情報等 

社会福祉協議会 〇 〇 

区役所・出張所、保健福祉センター  〇 〇 

地域包括支援センター  〇 〇 

共同利用会館  〇 － 

人権のまちづくり館  〇 〇 

情報プラザ 〇 － 

市立病院 〇 － 

公民館 〇 〇 

市民センター・地域交流センター 〇 － 

老人福祉センター 〇 〇 

障がい者基幹相談支援センター 〇 〇 

消費生活サポーター、事業者サポーター 〇 〇 

老人クラブ － 〇 

その他市関係部局 〇 〇 
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① くらしのインフォメーション （発行回数３回、各回 20,300部 ） 

発行月 表面テーマ（主に消費者トラブル啓発） 
裏面テーマ 

（主に製品事故啓発） 

令和 5 年 6 月 

No.45 

電話での不意打ち勧誘に要注意！～特定商取

引法の政令が改正されます～ 

窓やベランダからのこどもの転

落事故に注意！ 

令和 5 年 10 月

No.46 

・令和４年度福岡市消費生活センターの相談概要 

・通信販売とクーリング・オフ 

冬場の火災に注意！～暖房器
具を安全に使いましょう～ 

令和 6 年 2 月 

No.47 
フィッシングの手口に気をつけましょう！！ 

自転車用ヘルメットは安全が確
認されたものを使いましょう！ 

 

② 消費生活かわら版 （発行回数２回） 

発行月 テーマ 対象 

令和 5 年 9 月 （101 号） 「点検商法」や「次々販売」にご注意！ 高齢者 

令和 6 年 3 月 （102 号） 賃貸住宅の「原状回復」トラブルにご注意！！ 一般 

 

③  消費生活かわら版《特別号》 （市政だより９/15 号同時配布のタブロイド版）  

構 成 テーマ 

1～2 ページ 

・令和 4 年度販売購入形態別 相談件数ランキング 

・消費者トラブル事例とアドバイス  

お試しのつもりが「定期購入」に！？ 

その訪問買い取り、貴金属が目的かも！？ 

エステ体験のはずが、契約するまで帰れない！？ 

配置薬の補充のはずが、健康食品を買うはめに・・・ 

3 ページ 

・消費者トラブル事例とアドバイス 

  宅配業者を装ったメールに注意！ 

・くらしに潜む身近な製品事故 

モバイルバッテリーの事故、電子レンジの事故、ドライヤーの事故 

4 ページ 

・クーリング・オフって？ 

・知って防ごう！消費者トラブル 

・福岡県警からのお知らせ ニセ電話詐欺多発中！ 

・福岡市消費生活センターのご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①くらしのインフォメーション  ②消費生活かわら版 ③消費生活かわら版《特別号》 
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④ 市政だより記事掲載  （掲載回数１回）             

掲載号 掲載内容 

R５.９.１ 消費者トラブルで困った時は市消費生活センターへ 

 

⑤ 福岡市老人クラブ連合会広報紙記事掲載 （掲載回数２回）  

掲載号 テーマ 

R５.７.15 電話での不意打ち勧誘に要注意！～特定商取引法の政令が改正されます～ 

R６.１.１ 「点検商法」や「次々販売」の相談が多く寄せられています！ 

 

⑥ 新聞連載記事「暮らしのヒント」（西日本新聞木曜日朝刊） （掲載回数 39 回） 

掲載日 テーマ 掲載日 テーマ 

R５.４.６ 電話での不意打ち勧誘 R５.９.14 美容医療とクーリング・オフ 

R５.４.13 チケットの転売トラブル R５.９.28 画面共有アプリの悪用事例 

R５.４.20 強引な買い取り業者に注意 R５.10.５ 20 日は世界骨粗鬆症デーです 

R５.４.27 クーリング・オフできない！？ R５.10.19 通信販売の基礎知識 

R５.５.11 展示会とクーリング・オフ R５.10.26 ボタン電池の破裂に要注意 

R５.５.18 オンラインサロンの注意点 R５.11.９ 不動産の悪質な勧誘に注意 

R５.５.25 スマホの格安プラン R５.11.16 自動車の契約成立と約款 

R５.６.１ 悪質な訪問販売・次々販売 R５.11.30 光回線の電話勧誘ルール 

R５.６.８ 補聴器トラブルを防ごう R５.12.７ 会員制スポーツジムの解約 

R５.６.15 電子ビザ申請代行サイト R５.12.14 航空券やホテルの予約サイト 

R５.６.22 FX 投資で簡単に高収入！？ R５.12.21 クラウドファンディング 

R５.６.29 通信販売の偽サイトに注意 R６.１.18 18、19 歳の契約トラブル 

R５.７.６ 投資用マンションの勧誘 R６.１.25 契約した覚えのない請求 

R５.７.13 ネット通販型保険の注意点 R６.２.１ 生活習慣病予防月間です 

R５.７.27 遠隔操作による借金に注意 R６.２.８ 定期購入のトラブルに注意 

R５.８.３ クリーニングのトラブル R６.２.29 整体施術の長期契約に注意 

R５.８.１7 ネット通販の代引きトラブル R６.３.７ 給湯器点検商法で高額契約 

R５.８.24 ウオーターサーバーの契約 R６.３.14 賃貸住宅の契約の注意点 

R５.８.31 ８月３１日はやさいの日 R６.３.28 新生活を狙った訪問販売 

R５.９.７ 中古自動車の売却トラブル 

 

 

 

 

 

 

※新聞協会用語に基づき表記 
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⑦ 県と共働した情報紙 

 

ア ホットな消費者ニュース  ※市担当記事３回 ＊臨時増刊号 

発行月 テーマ 

４月 

・進級・進学の春 お子さんのスマートフォンは大丈夫ですか？～オンラインゲームの高額 

課金トラブル～ 

・リチウムイオン電池の事故に注意しましょう！ 

５月 

・マイナポイント事務局や年金に関する機関など、実在の組織を騙るフィッシングメールに 

注意！ 

・点検商法にご注意ください！ 

６月※ 
・ＥＳＴＡなどの電子渡航認証の申請代行サイトで高額請求された！※  
・不審なハガキの送付事案発生！ 

７月 ・その通販サイトは本物ですか？「高級ブランド品が格安！」などの SNS 広告にご用心！ 

７月＊ ・豪雨災害に便乗した悪質商法にご注意ください！ 

８月 
・「見るだけでいいから」と誘われる展示会にご注意！ 
・肌のトラブルに加えて契約トラブルにも注意を！ 

９月 
・中古自動車の売却トラブルに注意！ 
・ロードサービス業者との高額料金トラブルにご注意ください！ 

10 月※ 
・電話での不意打ち勧誘に要注意！※ 
・メールや電話の不審なメッセージ～フィッシングメールや架空請求電話に気をつけて！～ 

11 月 
・点検商法にご注意ください！ 
・不審な電話やショートメッセージサービス（ＳＭＳ）に注意しましょう！ 

12 月 
・「お得」「割安」でも回数券の購入は慎重に～途中での払い戻しを断られることも～ 
・お試し価格で購入したら、４回購入が条件の定期購入契約だった！？  

１月 
・パソコンサポート詐欺に気をつけましょう 
・一人暮らしの高齢の祖母宅に布団の訪問販売！ 

２月※ 
・フィッシングの手口に要注意！※ 
・給湯器の「点検商法」にご注意！ 

３月 
・ＳＮＳでニセの投資話を持ち掛ける詐欺に注意！  
・賃貸住宅の退去時トラブルに気をつけて！ 

 

イ 消費生活トラブル注意報   

（市内 22 大学、専門学校等 82 校、市立高等学校４校等に隔月メール配信 ※市担当記事２回） 

発行月 テーマ 

４月（59 号） 「セルフホワイトニング・セルフエステ」の契約は慎重に検討しましょう！ 

６月（60 号）※ 携帯電話契約の名義貸しは違法です！ 

８月（61 号） 
「無料体験！」「今だけお得！」脱毛エステの勧誘にご注意！ 

「契約しない」ときっぱりと断る勇気を持ちましょう！ 

10 月（62 号） 
遠隔操作アプリを悪用！20 歳代が狙われる！？ 

借金をさせる副業の勧誘に注意！ 

12 月（63 号）※ 【新手の詐欺】「○○ペイで返金します」に注意してください！ 

2 月（64 号） 
そのＦＸ取引の勧誘は大丈夫？ 

「絶対にもうかる」と誘われて、借金していいの？ 
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⑧ 見守り新鮮情報  （公民館等に毎月配布）  

発行月 テーマ 

 4月 
448号 想定外の高額請求！ トイレ修理トラブルに注意 

449号 気を付けて！ スライサーも刃物です 

  5月 
450号 低価格で誘う換気扇やエアコンクリーニングの電話勧誘 

451号 当選した無料バスツアー 高額商品の販売勧誘に注意！ 

  6月 

452号 古い扇風機から発火！ 

453号 自宅を売っても住み続けられる？ リースバックは慎重に検討して！ 

454号 「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者に注意！ 

  7月 

455号 強引な勧誘やキャンセル妨害も！ 中古自動車の売却トラブルに注意 

456号 先々の負担も考慮して！ 家庭用蓄電池の契約 

457号 土地売却のため？ 金銭を請求されたら要注意 原野商法の二次被害 

 8月 

458号 冷静に判断して！ 美容医療サービスのトラブル 

459号 いつの間にか高額に… 占いサイトに気を付けて！ 

460号 健康食品で体調不良 医師などに相談しよう 

  9月 
461号 旅行予約サイト 申し込み前によく確認！ 

462号 電動のこぎり使用中の事故に注意！ 

 10月 

463号 インターネット通販トラブル 代引き配達で偽物が！ 

464号 親しい仲間同士のつながりを利用したマルチ取引の勧誘に注意 

465号 断っているのにしつこい勧誘電話 法律違反です 

 11月 

466号 貴金属の買い取りが目的！？ 強引な訪問購入に注意 

467号 お使いの製品 リコール対象製品ではありませんか？ 

468号 契約内容をよく確認して ウォーターサーバーのレンタル契約 

 12月 
469号 

即席カップめんの容器に穴が… 発泡ポリスチレン製容器にMCTオイルや 
えごま油等を加えないで！ 

470号 電熱ウェアの異常発熱に注意 

 1月 

471号 通信販売はクーリング・オフできません 

472号 震災に便乗した悪質商法に注意 

473号 その警告画面は偽物！ サポート詐欺に注意 

  2月 

474号 格安の排水管高圧洗浄サービスのはずが…思いがけない高額請求に 

475号 もしもの時に慌てないように！ 葬儀サービスのトラブル 

476号 クリーニング 受け渡し時には必ず状態を確認しましょう！ 

  3月 
477号 顔を入れないで！ 棺内のドライアイスで二酸化炭素中毒 

478号 不安をあおって契約させる 給湯器の点検商法に注意 
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⑨ 子ども・若者サポート情報  
乳幼児対象：市内 14 カ所の子どもプラザに配布 

若年者対象：市内 22 大学、専門学校等 82 校、市立高等学校４校等にメール配信 

発行月 テーマ 対象 

４月 195号 広告の料金と違う！ ゴキブリ駆除サービスのトラブルに注意 若年者 

  ５月 196号 なくならない乳幼児による加熱式たばこの誤飲に注意 乳幼児※ 

  ６月 197号 危険！ 海水浴でフロートが沖に流される 乳幼児※ 

  ７月 198号 ライブ配信サービスで投げ銭！ 高額課金に気を付けて 若年者 

  ８月 199号 慌てないで！ ネットで探したロードサービスのトラブル 若年者 

  ９月 200号 防ごう 子どものベランダや窓からの転落事故 乳幼児※ 

 10月 201号 就活の不安につけ込む高額な勧誘に注意 若年者 

 11月 202号 スマホのガラス製フィルム 割れたまま使うのは危険！ 若年者 

 12月 203号 利用していないのに支払い続けていた！ サブスクの契約に注意 若年者 

  １月 204号 自転車等のヘルメットを着用して安全を守りましょう 若年者 

  ２月 205号 遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる副業や投資の勧誘に注意！ 若年者 

  ３月 206号 学生に広がる投資やもうけ話に注意 若年者 

     ※乳幼児は、乳幼児の養育者をいう。 

 

⑩ その他の啓発資料等 

 

ア 市民への主な配布資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配布資料 内 容 対象 

若者のための消費生活
安全安心ガイド 

悪質業者の主な手口やインターネットの主なトラブル、クーリン
グ・オフ等について解説したパンフレット 

若年者 

成年（オトナ）になったら

できること 
成年年齢引下げによる主な変更点についてのチラシ 高校生 

みんなのあんしん消費生

活 

契約についてや詐欺・悪質商法など被害の多い消費者トラブ

ル事例と対処法等を解説したパンフレット 
一般 

製品安全の知識 
身の回りにひそむさまざまな製品事故の事例と対処法を解説し

たパンフレット 
一般 

撃退しましょう消費者トラ
ブル 

高齢者を狙った詐欺や悪質商法の手口と対処法を解説したパ
ンフレット 

高齢者 

シニアのためのインター
ネットトラブル対策ガイド 

架空請求やインターネット通販、ネット回線等の契約トラブルに
ついて事例と対処法を解説したパンフレット 

高齢者 

悪質商法撃退マニュアル 悪質商法の主な手口や対処法をまとめた冊子 高齢者 

「悪質な訪問販売お断
り」ステッカー 

福岡県警と連名の玄関と電話機貼付用の啓発ステッカー 高齢者 

悪質商法・詐欺撃退カレ
ンダー 

詐欺や悪質商法の手口と対処法を解説したカレンダー 高齢者 

気をつけよう！お金のトラ
ブル 

知的障がいのある人が巻き込まれやすい消費者トラブルの事
例とその対処法についてイラストを用いて解説したパンフレット 

障がい者 

障がい者の安心消費生
活見守りガイド 

障がい者の消費者被害の特徴や見守りのポイント等を解説し
た、障がい者の家族や周囲の人に向けたパンフレット 

障がい者 

見守り 
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イ ＤＶＤなど啓発媒体の貸出  （回数３、貸出数４） 
地域や職場などでの消費者教育に使用する目的で、消費生活に関するＤＶＤや紙芝居などを貸出 

  貸出先等 

媒体       

学校 事業者 

回数 貸出数 回数 貸出数 

ＤＶＤ 1 1  2  3 

紙芝居 - - - - 

 

（５） 消費者教育教材の配布 

消費者教育の授業等で活用する消費者教育教材を小学校・中学校・高等学校・特別支援学校に配布 

配布資料 内容 配布先 

ぼくもわたしも消費
者！ 

消費生活において身につけておきたい知識について漫
画を用いて解説したパンフレット 

小学校 

特別支援学校 

中学生のかしこい消費
生活 

契約やお金の管理など消費生活において必要な知識に
ついて解説したパンフレット 

中学校 

特別支援学校 

社会への扉 
消費者契約の基礎知識や製品事故、消費生活センター
についてクイズを用いて解説したパンフレット 

高等学校 

気をつけよう！お金の
トラブル 

知的障がいのある人が巻き込まれやすい消費者トラブル
の事例とその対処法についてイラストを用いて解説した
パンフレット 

特別支援学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悪質商法撃退マニュアル 

 悪質な訪問販売お断りステッカー 
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（６） 地域の団体、関係機関等との連携 

 

① 消費生活サポーター事業 

     悪質商法の手口や対処法について地域へ情報伝達できる人材としてのサポーターを育成し、その

啓発活動を継続的に支援するとともに、消費生活に関する活動を行う事業者と連携・協力することに

より、高齢者等の消費者被害の未然防止を図る。 

   

 【消費生活サポーターについて】 

○ 登録者数   令和５年度 910 人  
〇 令和５年度  消費生活サポーターの区毎の登録校（地）区数および登録者数 
 

           区 東 博多 中央 南 城南 早良 西 計 

登録校（地）区数 27 15 13 25 9 14 17 120 

不在校（地）区数 3 7 1 0 2 11 8 32 

校（地）区実数 30 22 14 25 11 25 25 152 

登録者数 220 104 65 267 52 68 134 910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 消費生活サポーター登録時の配布グッズ（例） 
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【事業者サポーターについて】 

○ 登録要件 

福岡市内に事業所を有する法人その他団体で、社会貢献活動についての実績を有し、かつ消費者 

被害を防止する活動と消費者行政への協力を行う意思を有する事業者 
 

○ 登録手続 

    要件を満たした事業者と新たに消費者被害を防止する活動等について個別に協定を締結。 

福岡市と包括連携協定を締結した事業者においては、要件を満たすものとし、個別の協定は締結しない。 
 

○ 主な活動内容 

消費者トラブルを未然に防止するための広報啓発活動、事業活動中における声かけ等の消費者 

被害未然防止活動、消費生活センターによる啓発活動等の支援、消費者教育の推進 
 

      ○ 事業者サポーターとの連携状況 

事業者名 協定種類 登録年月日 

第一生命保険株式会社 個別 H29.11.１ 

公益社団法人福岡市シルバー人材センター 個別 H29.11.１ 

イオン九州株式会社 個別 H29.11.１ 

エフコープ生活協同組合 個別 H29.12.11 

福岡市農業協同組合 個別 H29.12.28 

福岡市内郵便局 包括 H29.12.28 

明治安田生命保険相互会社福岡支社 個別 H30.１.16 

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 包括 H30.３.15 

株式会社ローソン 包括 H30.３.23 

九州電力株式会社福岡支社 個別 H30.11.26 

西部ガス株式会社 個別 H30.11.26 

グリーンコープ生活協同組合ふくおか 個別 H30.11.26 

太陽生命保険株式会社福岡支社 個別 H31.２.20 

ココネット株式会社 個別 H31.２.20 

医療法人順和 個別 R２.３.16 

社会福祉法人順和 個別 R２.３.16 

公益社団法人福岡医療団 個別 R２.３.16 

社会福祉法人ちどり福祉会 個別 R２.３.16 

特定非営利活動法人地域福祉を支える会そよかぜ 個別 R２.３.16 

医療法人寺沢病院 個別 R２.３.16 

医療法人福岡桜十字 個別 R２.３.16 

社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会 個別 R２.３.16 

一般社団法人福岡市薬剤師会 個別 R２.11.５ 

社会福祉法人福岡市社会福祉協議会 個別 R３.７.１ 

社会医療法人原土井病院 個別 R５.３.15 

医療法人和仁会福岡和仁会病院 個別 R５.３.15 

公益社団法人 福岡県医薬品配置協会 個別 R６.３.29 
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② 地域との連携 

 

ア 公民館だより掲載資料の提供 

毎月、市内の公民館 149 館へ高齢者向け注意喚起情報「見守り新鮮情報ダイジェスト版」等を 

メール送信、公民館だよりへ掲載依頼し地域に情報発信した。 

 

④  地域包括支援センター（いきいきセンターふくおか）との連携  

 

ア 啓発資料等の提供                                                     

配 布 物 時 期 方 法 

見守り新鮮情報 毎月 注意喚起メール等送信 

消費生活かわら版 随時 注意喚起メール等送信 

くらしのインフォメーション 年 3回 各センターへ希望部数を送付 

ステッカー等 随時 いきいきセンターから依頼を受けて配布 

 

 

高齢者等の消費者被害の防止に係る見守りネットワークのイメージ図 

 

関係各機関と連携 
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イ 情報交換会 

         高齢者の消費者被害の防止に向けた相談事例や啓発についての情報・意見交換 

実施日 区 参 加 者 内 容 

R５.10.20 博多 

地域包括支援センター職員 

区地域保健福祉課職員 

 

消費生活センター相談員・職員 

・高齢者によくある相談事例 

・地域包括支援センターと連携し

て対応した相談事例 

・消費生活センターの役割 

・高齢者への啓発活動について 

R５.10.24 城南 

R５.12.15 西 

R６.１.25 南 

R６.２.20 中央 

 

④ 区障がい者基幹相談支援センターとの連携 

配 布 物 時 期 方 法 

見守り新鮮情報 毎月 注意喚起メール等送信 

消費生活かわら版 随時 注意喚起メール等送信 

くらしのインフォメーション 年３回 各センターに 10 部ずつ送付 

 
⑤ 消費者団体等活動支援   
 

ア 利用対象   
安全で安心できる消費生活の実現を図ることを目的に、福岡市民を主体として活動する消費者団体・

その他当該目的のための活動を行う団体等 

内 容 利用時間 令和 5 年度利用実績 

くらしの研修室 
貸出 

原則 平日 ９時～17 時 １団体 延べ８回 
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４ 商品テスト 

  消費者から寄せられた商品の品質等に関する相談に対して、問題解決及び原因究明のため商品テストを 

 依頼した。 

 

 （1） 依頼先     

独立行政法人 国民生活センター 

 

 （2） 実施内容   

住居品 １件 

 

 （3） 依頼テスト概要 

相談内容 処理結果 

【品名 ソファ】 

 ソファの座面にへ

こみが生じたが商品

に問題がないか調

べてほしい。 

 苦情品は、内部の座面板が破損したことでコイルスプリングスニットが支えを失

い、座面がへこんでいた。苦情同型品を用いて JIS に準じた強度試験を実施したと

ころ、問題が見られなかったこと、連結して使用していた苦情品（アームレス）は座

面を含め、大きな変形や損傷が見られなかったことから、ソファとして必要な強度は

有していると考えられた。 
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５ 製品安全４法等の立入検査                                                                         

福岡市内の販売事業者へ立ち入り、製品安全及び品質に関する表示について関連法に基づき検査を 

実施。 令和５年度、違反事例はなかった。                                                                       

 

○ 立入施設 ２施設 

 

（１） 家庭用品品質表示法に基づく立入検査 （12 品目） ※ 立入販売事業者数は立入検査を実施した事業者の実数   

家庭用品名 
立入販売 
事業者数 

検査機種数 
違反機種数 

不適正表示 その他の違反 

ズボン 1 1 0 0 

手袋 1 1 0 0 

ポリエチレンフィルム製の袋 1 1 0 0 

まな板 1 1 0 0 

電気ホットプレート 1 1 0 0 

電子レンジ 2 2 0 0 

電気冷蔵庫 1 1 0 0 

電気洗濯機 1 1 0 0 

電気毛布 1 1 0 0 

電気ポット 1 1 0 0 

台所用石けん 1 1 0 0 

サングラス 1 1 0 0 

合   計 2※ 13 0 0 

 

（２） 消費生活用製品安全法に基づく立入検査 （２品目） 

特定製品名 
特定保守製品名 

立入販売 
事業者数 

検査機種数 
違反機種数 

不適正表示 その他の違反 

石油ストーブ 1 1 0 0 

携帯用レーザー応用装置 1 1 0 0 

合   計 1※ 2 0 0 
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（３） 電気用品安全法に基づく立入検査 （11 品目） 

電気用品名 
立入販売 
事業者数 

検査機種数 
違反機種数 

不適正表示 その他の違反 

電気ストーブ 1 1 0 0 

マルチタップ 2 2 0 0 

エル・イー・ディー・ランプ 2 2 0 0 

リチウムイオン蓄電池 2 3 0 0 

電気ホットプレート 1 1 0 0 

電気レンジ 2 2 0 0 

電気冷蔵庫 1 1 0 0 

温風暖房機 1 1 0 0 

電気洗濯機 1 1 0 0 

電気毛布 1 1 0 0 

電気湯沸器 1 1 0 0 

合   計 2※ 16 0 0 

  
（４） ガス事業法に基づく立入検査 （２品目） 

ガス用品名 
立入販売 
事業者数 

検査機種数 
違反機種数 

不適正表示 その他の違反 

ガスこんろ 2 2 0 0 

ガス瞬間湯沸器 1 1 0 0 

合   計 2※ 3 0 0 

 

（５） 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく立入検査 （２品目） 

液化石油ガス用品名 
立入販売 
事業者数 

検査機種数 
違反機種数 

不適正表示 その他の違反 

一般ガスこんろ 2 2 0 0 

カートリッジガスこんろ 2 2 0 0 

合   計 2※ 4 0 0 
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６ 消費生活センターについてのアンケート調査 
 
（１） 福岡市基本計画の成果指標に関する意識調査 

 

平成 24 年 12 月に策定された第９次福岡市基本計画の成果指標とするため意識調査を毎年行っている。 

 

施策３－７  日常生活の安全・安心の確保 
消費者トラブル未然防止に対する市民意識度 

（商品やサービスの購入時に日頃からトラブル回避を心がけている市民の割合）  

年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

割合 80.4％ 82.0％ 85.1％ 83.2％ 84.9％ 

 

 

【参考】 調査内容と結果 

調査対象者  市内在住の 18 歳以上の男女 4,500 人（無作為抽出） 

調 査 時 期   令和５年 11 月 

問 あなたは、日頃から商品やサービスの購入に際して、トラブルを避けるための注意を心がけていますか。 

（あてはまる番号に１つだけ○印） 

（％） 

 

サ
ン
プ
ル
数 

①
心
が
け
て
い
る 

②
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
心
が
け
て
い
る 

③
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
心
が
け
て
い
な
い 

④
心
が
け
て
い
な
い 

⑤
わ
か
ら
な
い 

 
 

無
回
答 

 

消
費
者
被
害
に
遭
わ
な
い
よ
う
、 

日
頃
か
ら
注
意
を
心
が
け
て
い
る 

市
民
の
割
合
（
①
と
②
の
合
計
） 

元 

年 
N=2,028 36.5 43.9 7.9 2.7 4.5 4.5 

 

 

80.4 

２ 

年 
N=2,328 36.9 45.1 6.6 2.7 3.8 4.9 82.0 

３ 

年 
N=2,138 37.5 47.6 6.2 2.6 2.9 3.3 85.1 

４ 

年 
N=1,983 39.4 43.8 6.8 2.0 4.3 3.7 83.2 

５ 

年 
N=1,952 38.1 46.8 6.5 2.6 3.0 3.0  84.9 
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（２） 市政アンケート調査

消費者教育推進計画の基礎資料とし、消費者トラブル及び被害防止啓発に関する市民の意識を測るため、

アンケート調査を実施した。

令和５年度 

第２回市政アンケート調査 

【 概 要 】 

■調査期間 令和５年６月 23 日 ～７月７日 

■調査数   642 件 

■回答数     548 件 

■有効回答率  85.4％ 

〔テーマ・担当課〕 

〇「消費生活」について 

（担当課：市民局 消費生活センター） 

≪「消費生活」について≫ 

 

 

 

 

インターネットの普及や高齢社会の進展に伴い、消費生活※に関するトラブルも多様

化・複雑化しています。福岡市では、安全で安心できる消費生活の実現を目指し、幼児

期から高齢期までのライフステージに応じた消費者教育を受ける機会の充実を図り、消

費者の特性に配慮しながら、さまざまな担い手と連携を強化し、消費者教育を推進して

います。 

※本アンケートでの「消費生活」とは、生活に必要な商品やサービスを事業者から購入し、

それらを利用して生活し、使い終わったものを破棄するまでのことをいいます。
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（３） 第３次消費者教育推進計画策定のための基礎調査

第３次消費者教育推進計画策定の基礎資料とするため、アンケート調査を実施した。

① 調査の概要

調査地域 福岡市全域 

調査対象 
及び 
対象者数 

ア地域 各校区自治協議会152か所、各校区公民館149か所、小・中学校、高等学
校、特別支援学校ＰＴＡ協議会 225 か所、民生委員・児童委員協議会 111
か所、福岡市地域包括支援センター57 か所、障がい者基幹相談支援セン
ター14 か所 計 708 か所

イ学校 小学校 145 か所、中学校 70 か所、市立高校４か所、特別支援学校（小学
部）・特別支援学校（中学部）各 7 か所、特別支援学校（高等部）2 か所 

ウ大学 大学 13 か所、短期大学９か所、専修学校 86 か所

調査方法 郵送法他 
調査期間 令和５年 10 月３日（火）～令和５年 11 月 10 日（金） 

回収状況 

ア地域 509 件／708 件（有効回収率 71.9％）
イ学校 小学校・特別支援学校小学部 129 件/152 件（有効回収率 84.9％）

中学・高等学校・特別支援学校中学部・高等部 71 件/83 件 
（有効回収率 85.5％） 

ウ大学 大学・短期大学・専修学校 55 件／108 件（有効回収率 50.9％）

② 調査結果の概要

ア 地域
・消費者教育・啓発を実施しているのは全体で 56.2％。実施していないのは 43.6％。
・消費者教育・啓発の対象者は「高齢者」（86.7％）が最も多く、扱ったテーマは「ニセ電話詐欺とその対処法」
（89.9％）、「悪質商法とその対処法」（82.2％）が多い。
・消費者教育・啓発で特に力を入れて取り組む必要があると思う分野は、「ニセ電話詐欺とその対処法」
（77.4％）、「悪質商法とその対処法」（74.7％）で特に割合が高い。
・高齢者・障がい者の消費者被害を未然に防止するために重要だと思うことは、「家族・親族とのコミュニケー
ション」（75.8％）が最も多い。
・消費者教育・啓発に取り組む際に課題となっていることは、「他に優先課題があり時間が取れない」（40.5％）
が最も多い。

イ 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校
・消費者教育は学校の授業等で実施されており、消費者教育に関する授業を行っている教科は、小学校で
は「家庭科」（87.6％）、中学校・高校では「技術・家庭」（94.4％）が最も多い。

・消費者教育に関する授業を行っている内容は、小学校では「食品の安全や表示、食育に関すること」
（88.5％）が、中学校・高校では「携帯電話・スマートフォン、インターネットに関するトラブルとその対処法」
（94.2％）が最も多い。

・消費者教育で特に取り組みたいテーマは、小学校、中学校・高校とも「携帯電話・スマートフォン、インター
ネットに関するトラブルとその対処法」が最も多く約７割を占めている。

・消費者教育を推進するために特に必要だと思うことは、小学校では、「児童・生徒向けの教材の作成・配布」
（65.1％）が、中学校・高校では、「効果的な実践事例の紹介」（69.0％）が最も多い。

・消費者教育に取り組む際に課題になっていることは、小学校、中学校・高校ともに「他に優先課題があり時
間が取れない」（46.5％）が最も多い。

ウ 大学、短期大学、専修大学
・消費者教育を実施しているのは全体で 72.7％。実施していないのは 27.3％。
・消費者教育・啓発の方法は、「校内でのポスター等の掲示」（75.0％）が最も多い。
・消費者教育・啓発に取り組む際に課題となっていることは、「他に優先課題があり時間が取れない」（50.9％）
が最も多い。
・消費者教育・啓発で特に力を入れて取り組む必要があると思う分野は、「携帯電話・スマートフォン、インタ
ーネットに関するトラブルとその対処法」（89.1％）が最も多い。

・若年者の消費者トラブルを防止するために重要だと思うことは、「若年者が被害に遭わないための具体的な
情報提供や注意喚起」（65.5％）が最も多い。
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（４） 消費生活相談窓口アンケート

（消費生活相談業務受託者からの報告より作成）

相談窓口におけるサービス向上をめざし、課題の抽出や相談対応の評価を確認するため、

来所相談者を対象とした窓口アンケートを実施した。 

調査対象者  相談窓口来所者 30 サンプル 

調 査 時 期   令和５年７月３日から令和５年９月 28 日 

調 査 項 目   相談員の対応・相談の処理結果等に関する満足度 

【主な調査内容と結果】 

問 相談窓口について、あなたはどの程度満足されましたか。 

（「満足、やや満足、やや不満、不満」の４段階で回答）    

満足の割合（満足＋やや満足） 

①相談員の対応（親切で親身だったか）

②相談員の説明のわかりやすさ

③相談員の知識の豊富さ

④相談員の問題処理能力のはやさ

⑤自分の話を十分にきいてくれた

⑥相談の結果（回答・助言の内容）

100.0％ 

100.0％ 

96.7％ 

100.0％ 

100.0％ 

90.0％ 

問 相談員の対応や施設の状況など、総合的に福岡市消費生活センターの窓口サービスには、 

どの程度満足されていますか。 

１ 満足の割合（満足＋やや満足） 100.0％

２ 不満の割合（やや不満＋不満） 0.0％



参考資料 

１ 消費者行政の変遷 ……………………………………… 41 

２ 機構の変遷 ……………………………………………… 47 

３ 福岡市消費生活条例 …………………………………… 49 

４ 福岡市消費生活審議会 ………………………………… 53 
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年

昭和４０  6月 経済企画庁、「国民生活局」設置

（１９６５）

４２  4月 消費者相談コーナー開設

（１９６７）  （毎週金曜日午後）

12月 第１回「よりよい消費生活展」

４３  5月 福岡市消費者協議会設立  5月 消費者保護基本法施行

（１９６８）  （福岡市より補助金交付）

11月 消費者相談コーナー

（毎週月～金曜日）

４４  3月 地方自治法改正：消費者保護を明示

（１９６９）  4月 経済局商工貿易課消費生活係新設

 5月

４５  4月 消費者相談コーナー

（１９７０） （新館１階市民相談コーナー） 10月  国民生活センター発足

・ 合成甘味料チクロ追放運動

４６  4月 経済局消費生活課新設

（１９７１）  7月 消費者相談コーナー

（各支所市民サービスセンター） 12月

４７  4月 消費者相談コーナー

（１９７２） （各区市民サービスセンター）  6月 割賦販売法改正（クーリング・オフ制度導入）

４８  4月

（１９７３）
12月 副主幹(生活関連物資緊急対策班)新設 12月 石油需給適正化法施行

主幹(生活関連物資担当)・流通対策課新設 国民生活安定緊急措置法施行

・ 水銀、ＰＣＢ汚染魚問題

・ 狂乱物価、物不足パニック

４９  3月 消費生活用製品安全法施行

（１９７４）  4月 ・ 省資源、省エネ問題

５０  4月 消費流通対策部に改組

（１９７５）

５１  4月 消費流通部消費流通課に改組

（１９７６）  6月 福岡市消費生活センター開所

５２  3月 訪問販売法施行

（１９７７）  4月 県消費生活条例施行

５３  5月 第１回「消費者の日」（30日）

（１９７８）

５４  5月 無限連鎖講（ねずみ講）防止法公布

（１９７９） ・ 金の先物取引被害、灯油高騰

５５

（１９８０）

５６ 6月 ・ ＩＯＣＵ（国際消費者機構）第10回世界大会

（１９８１） ハーグで開催

５８  1月 海外先物取引法施行

（１９８３） 11月 サラ金規制二法施行

５９  4月

（１９８４）  5月 割賦販売法改正

６０ 11月 「消費者被害防止対策連絡協議会」設置 11月 消費者問題国民会議福岡大会開催

（１９８５）

６１  3月 福岡市キャッチセールス対策会議結成

（１９８６）  5月 消費生活情報ネットワークシステムの導入

11月 「消費者被害防止連絡会議」結成 11月 預託法施行

・ 子供のためのテレビコマーシャル規制要求
高まる。

各区の消費者相談コーナーを消費生活セン
ターに統合

 1　消費者行政の変遷
本市の消費者行政のあゆみ 消費者問題・国の動き等

消費者相談業務を福岡市消費者協議会へ業
務委託

 「地方公共団体における消費者行政の推進
について」 （経済企画事務次官・自治事務次官通知)

 「地方公共団体における物価行政の推進に
ついて」 (経済企画事務次官・自治事務次官通知)

福岡市市民消費生活関連物資緊急対策実施
要綱施行
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年 本市の消費者行政のあゆみ 消費者問題・国の動き等

６２  4月 消費流通課を消費生活センターに統合

（１９８７）

６３  5月 第１回「消費者月間」  5月 訪問販売法改正

（１９８８） 11月 抵当証券業法施行

６４  4月 消費税導入（３％）

平成元 10月

（１９８９）

２  2月 (財)消費者教育支援センター設立

（１９９０） 10月 プリペイドカード法施行

３  4月 市民局市民部へ移管

（１９９１）  6月 仮庁舎(中央区舞鶴1-8-22)へ移転

10月 資源の有効な利用の促進に関する法律施行

４ 10月 有機農産物表示のガイドライン制定

（１９９２）

５  5月

（１９９３）
11月 新計量法施行、環境基本法施行

６  7月 製造物責任法（ＰＬ法）公布

（１９９４） 12月 新庁舎（あいれふ・複合施設）へ移転

７  7月

（１９９５）

８  3月 特定石油製品輸入暫定措置法（特石法）廃止

（１９９６）  5月 市民生活部に組織変更

11月 訪問販売法改正

９  4月  ・　消費税率引き上げ（３％→５％）

（１９９７） 10月 第１回「消費者のつどい」開催

１０  1月 消費者契約法(仮称)中間報告（21日）

（１９９８）  4月 生活文化部に組織変更

12月 特定非営利活動促進法施行

 ・　ダイオキシン・環境ホルモンが社会問題化

 ・　遺伝子組み換え食品をめぐる動き

１１  7月 食料・農業・農村基本法施行

（１９９９） 11月 訪問販売法改正

「食生活指針」を策定

１２  2月 不正アクセス行為の禁止等に関する法律施行

（２０００）  3月  ・　デビットカード利用全国で本格スタート

 4月  4月 消費者契約法成立

介護保険制度スタート

容器包装リサイクル法施行

成年後見制度実施

景品表示法改正

循環型社会形成推進基本法成立

 6月 改正ＪＡＳ法施行

10月 民事法律扶助法施行

１３  1月 内閣府設置（国民生活局移管）

（２００１） 預託法改正

 海外先物取引法改正

 

プリペイドカード法改正

 4月 消費者契約法施行

金融商品販売法施行

家電リサイクル法施行

 5月 食品リサイクル法施行

 6月 特定商取引法（訪問販売法の改正）施行

 9月  ・　日本でBSE感染牛が発見される

12月 電子消費者特例法施行

不正競争防止法改正

行政機関の保有する電子計算機処理に係る
個人情報の保護に関する法律施行

機構改革により計量検査所を消費生活セン
ターに統合

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する
法律施行

製造物責任法（ＰＬ法）施行、容器包装リサイク
ル法制定

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（Ｉ
Ｔ基本法） 施行



-43 -

年 本市の消費者行政のあゆみ 消費者問題・国の動き等

１４  4月 特定電子メール法成立（メール広告規制）

（２００２）  7月 建築基準法改正（シックハウス対策）

12月 古物営業法改正（ネットオークション規制）

１５  4月 市民生活部に組織変更

（２００３）  5月 食品安全基本法成立、食品衛生法改正

 7月 ヤミ金融対策法成立

12月  ・　BSE問題による米国産牛の輸入禁止措置

１６  6月 改正消費者保護基本法（消費者基本法）施行

（２００４） 総合法律支援法施行

11月 改正特定商取引法施行

 ・　不当請求が急増

１７  3月  ・　福岡県西方沖地震（震度６弱）発生

（２００５）  4月 福岡市消費生活条例施行  4月 消費者基本計画を閣議決定

個人情報保護法全面施行

  ・　アスベスト問題

土曜電話相談（月２回）の開始  ・　耐震偽装問題

生活安全・危機対策部に組織変更

１８ 1月 消費者教育推進連絡会議設置

（２００６） 　（市民局、保健福祉局、教育委員会） 2月 預金者保護法施行

 4月 日本司法支援センター（法テラス）設立

10月 日本司法支援センター（法テラス）開業

貸金業規制関連法改正

12月 消費生活用製品安全法改正

１９ 4月 「多重債務問題改善プログラム」決定

（２００７） 5月

6月

8月 多重債務問題連絡会議設置

9月 多重債務法律相談開始 9月

11月

２０ 1月

（２００８）
4月

5月

6月 消費者行政推進基本計画閣議決定

9月 消費者庁設置関連３法案閣議決定

２１ 2月

（２００９）
3月

4月

9月 消費者支援機構福岡設立 9月 消費者庁発足

　（22年２月 NPO法人格取得） 消費者安全法施行

12月

２２ 3月 消費者基本計画(22年度～26年度)閣議決定

（２０１０） 5月 　・宮崎県で口蹄疫感染拡大

6月

10月 インターネット消費生活相談受付開始

12月 不当な取引を行った２事業者を条例に基づき
勧告・公表

改正特定商取引法・割賦販売法施行（指定制
の廃止、訪問販売の規制強化等）

改正貸金業法完全施行（総量規制の導入、上
限金利の引き下げ等）

消費者団体訴訟制度（消費者契約法の一部
を改正する法律）施行

金融商品取引法施行（証券取引法の抜本的
改正）

改正消費生活用製品安全法（長期使用製品
安全点検制度を創設）施行

原油価格高騰に伴う石油関連製品等緊急価
格調査開始

消費生活用製品安全法改正（長期使用製品
安全点検制度を創設）

原油価格高騰に伴う石油関連製品等緊急価
格調査終了

機構改革により計量検査所を経済振興局に
移管

「福岡県に適格消費者団体をつくる会」発足
（福岡県弁護士会）

消費者行政推進会議発足国民生活センター
法改正（裁判外紛争解決機能の付与）

福岡消費者協議会が特定非営利活動法人コ
ンシューマー福岡へ法人化

 ・　改正電気用品安全法の経過措置終了
（PSEマーク）を巡る混乱

条例施行に伴い福岡市市民消費生活関連物
資緊急対策実施要綱廃止

改正消費生活用製品安全法施行（重大製品
事故の事業者報告義務付け）

国民生活審議会「21世紀型の消費者政策の
在り方について」最終報告
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２３ 3月 　・東日本大震災発生
（２０１１） 5月

10月

２４ 4月 生活安全部に組織変更 4月
（２０１２）

10月

消費者安全調査委員会発足
11月

12月 消費者教育推進法施行
２５ 2月 改正特定商取引法施行(訪問購入を規制)

（２０１３） 4月
6月 消費者教育推進基本方針閣議決定

7月
10月 消費税転嫁対策特別措置法施行

12月 消費生活条例一部改正（訪問購入を追加） 12月 消費者裁判手続特例法公布（３年以内に施行）

２６ 4月 　・消費税率引き上げ（５％→８％）
（２０１４） 6月

7月 7月 福岡県消費者教育推進計画策定

11月

２７ 1月 消費者教育推進計画パブリックコメント実施
（２０１５） 3月 3月 消費者基本計画(27年度～31年度)閣議決定

4月 消費者教育推進計画策定（27年度～31年度） 4月 食品表示法施行
　・　ニセ電話詐欺の被害拡大

6月 消費者教育推進会議設置
7月 消費者ホットライン３桁化「188（いやや！）」

２８ 1月 マイナンバー制度開始
（２０１６） 4月 4月

電力小売自由化開始
　・　熊本地震発生

5月

10月 消費者裁判手続特例法施行
２９ 5月

（２０１７） 6月

8月 事業者サポーター制度創設
12月

消費生活審議会消費者教育部会の設置

改正電気通信事業法施行（書面交付義務、
初期契約解除制度の導入等）

「改正消費者安全法の実施に係る地方消費
者行政ガイドライン」等策定

ＮＰＯ法人コンシューマー福岡がベスト消費者
サポーター章を受章

特定非営利活動法人消費者支援機構福岡が
適格消費者団体として認定

相談業務をプロポーザル方式により、㈱ビス
ネットに委託

「不当景品類及び不当表示防止法の一部を
改正する法律」公布（課徴金制度導入、１年６
か月以内施行）

消費者教育推進計画策定について消費生活
審議会へ諮問

消費者教育推進計画策定について消費生活
審議会より答申

改正消費者安全法施行（財産被害のすき間
事案への行政措置導入等）

「不当景品類及び不当表示防止法等の一部
を改正する等の法律」公布（景品表示法改正
部分施行済、消費者安全法改正部分・２年以
内〔※指定消費生活相談員については５年以
内〕施行）

　・原子力発電所事故に伴う放射線・電力供給
問題

宅地建物取引業法施行規則の一部改正（勧
誘等を規制）

食品衛生法に基づく食品・添加物等の規格基
準及び表示基準の一部改正（生食用食肉）

地方分権第２次一括法により、家庭用品品質
表示法、消費生活用製品安全法ほか製品安
全法３法の一部を基礎自治体へ権限移譲（販
売店への立入検査等）

消費生活審議会委員　井出龍子氏が消費者
支援功労者としてベスト消費者サポーター章
を受章

改正特定商取引法施行（美容医療契約の特
定継続的役務の追加、業務停止命令の期間
の伸長等）

　（市民局、こども未来局、保健福祉局、環境
局、教育委員会）

消費生活条例一部改正（センターの組織及び
運営等を追加）

改正消費者安全法施行（見守りネットワークの
構築、センター組織運営等の条例整備、消費
生活相談員資格の法定化等）

消費生活審議会委員　清水巖九州大学名誉
教授が消費者支援功労者として内閣総理大
臣表彰を受賞

改正消費者契約法施行（不実告知取消に関
する重要事項の拡大、過量契約取消権の新
設等）
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３０ 3月 消費者教育推進基本方針変更

（２０１８） 4月

6月 改正民法成立（成年年齢引下げ）

7月 ・福岡県豪雨災害発生

9月

３１ 3月 福岡県消費者教育推進計画（第２次）策定

令和元 6月 チケット不正転売禁止法施行

（２０１９） 7月

消費生活審議会消費者教育部会の設置

10月 ・消費税率引き上げ（８％→10％）

２ 1月

（２０２０）

3月 3月

4月 電話通訳サービス開始（18の外国語に対応） 4月 改正民法施行（債権関係）

7月

11月

３ 1月

（２０２１）

4月 4月

４ 1月

（２０２２）

4月 改正民法施行（成年年齢：20歳→18歳）

6月

５ 1月

（２０２３）

3月 消費者教育推進基本方針変更

4月

5月

6月

10月

改正容器包装リサイクル法施行（レジ袋有料
化）

改正消費者契約法施行（取消の対象となる不
当な勧誘行為の追加）

改正特定商取引法施行（電磁的記録による
クーリング・オフが可能に）

改正消費者契約法施行（霊感商法等に係る
取消権の行使期間の伸長）

・ 新型コロナウイルス感染拡大に伴う、３回目
の緊急事態宣言の発出（４/25～９/30、このう
ち福岡県５/12～６/20、８/20～９/30）

・ １回目のまん延防止等重点措置の発出（４
/５～９/30、このうち福岡県６/21～７/11、８/２
～８/19）

・ ２回目のまん延防止等重点措置の発出（１/
９～３/21、このうち福岡県１/27～３/６）

第２次福岡市消費者教育推進計画策定につ
いて消費生活審議会へ諮問

・ 新型コロナウイルス感染拡大に伴う、２回目
の緊急事態宣言の発出（１/８～３/21、このう
ち福岡県１/14～２/28）

福岡市消費生活条例の制定や、消費生活審
議会会長として、条例の運用・改正、福岡市
消費者教育推進計画の策定・改定など、25年
にわたり、本市消費者行政に貢献された清水
巖氏に市長感謝状を贈呈

・ 新型コロナウイルス感染拡大に伴う、１回目
の緊急事態宣言の発出（４/７～５/25、このう
ち福岡県４/７～５/14）

相談業務をプロポーザル方式により、㈱ビス
ネットに委託

第３次福岡市消費者教育推進計画の策定の
ための基礎調査を実施

相談業務をプロポーザル方式により、㈱ビス
ネットに委託 ・ 新型コロナウイルス感染症の感染法上の位

置づけが５類感染症へ

「福岡市規則で定める申請書等の押印等の特
例に関する規則」改正施行に伴い、福岡市消
費生活条例施行規則に定める様式第11号
（補償請求）、様式第13号（福岡市消費者訴
訟資金貸付申込書）、様式第18号（福岡市消
費者訴訟資金追加貸付申込書）、様式第20
号（福岡市消費者訴訟資金返還期限延長・分
割返還申請書）、様式第22号（福岡市消費者
訴訟資金返還債務免除申請書）、意見陳述
調書への押印等の義務付け廃止

第２次福岡市消費者教育推進計画の策定の
ための基礎調査を実施

来所相談の予約制開始、相談受付対象者の
見直し（市内在勤・在学を除外）

第２次福岡市消費者教育推進計画パブリック
コメント実施

第２次福岡市消費者教育推進計画策定につ
いて消費生活審議会より答申

第２次福岡市消費者教育推進計画策定（R２
年度～R６年度）

消費者基本計画（R２年度～R６年度）閣議決
定
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6 1月 　・能登半島地震発生

（２０２４） 3月 福岡県消費者教育推進計画（第３次）策定

4月

土曜電話相談の拡充（月２回から毎週へ）

相談業務を市直営とし、消費生活相談員を会
計年度任用職員として採用
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２  機構の変遷 

   福岡市消費生活センター（以下、本文中においては「消費生活センター」と記載）が昭和 51 年６月 16 日に

開所してから、現在に至るまでの消費者行政の機構・組織の変遷は下表のとおりである。 

年 消 費 生 活 センター 計 量 検 査 所

S32

S36

S44

S46

S47

S50

S51

S56

S62

H3

H8

H10
H11

H12

H15

H16

H17

H18 

H20 

産業局 商工課 計量係 <S32.7.1> 

経済局 商工貿易課 計量係 <S36.8.1> 

 経済局 商工貿易課 計量検査所《係》 

  <S46.5.17> 

経済局 商工貿易課 消費生活係 

  <S44.4.1> 

経済局 消費生活課 <S46.4.1> 

  経済局 消費生活課 計量検査所《係》 

  <S47.4.1> 

経済局 消費流通対策部 消費生活課  経済局 消費流通対策部 消費生活課 

  <S50.4.1>    計量検査所《係》 

  <S50.4.1> 

経済局 消費流通部 消費流通課 <S51.4.1>  経済局 消費流通部 消費流通課 

経済局 消費流通部 

消費生活センター開所  <S51.6.16> 

・消費生活係と試験係の２係体制

計量検査所《係》 

  <S51.4.1> 

 経済局 消費流通部 計量検査所《課》 

  <S56.4.1> 

 経済農林水産局 商工部 計量検査所《課》 

  <S62.4.1> 

 経済振興局 経済部 計量検査所《課》 

 <H3.4.1> 

 経済振興局 産業振興部 計量検査所《課》 

 <H10.4.1> 

経済農林水産局商工部消費流通課を 

消費生活センターに統合 <S62.4.1> 

・調査係を新設

市民局 市民部 消費生活センター <H3.4.1> 

市民局 市民生活部 消費生活センター <H8.4.1> 

市民局 生活文化部 消費生活センター 

・消費者相談・消費者教育指導専任主査設置  市民局 生活文化部 消費生活センター 

    <H11.4.1>     計量検査所《係》 <H12.4.1> 

市民局 市民生活部 消費生活センター 
 市民局 市民生活部 消費生活センター 

  計量検査所《係》 <H15.4.1> 

 市民局 生活安全・危機対策部 消費生活センター 

  計量検査所《係》 <H17.4.1> 

経済振興局 産業振興部 振興課 

  計量検査所《係》 <H20.4.1> 

・主査を相談係に組織変更 <H15.4.1>

・消費生活係を啓発係に組織変更 <H16.4.1>

市民局生活安全・危機対策部消費生活センター 

・調査係を企画調整係、相談係を相談指導係に名称

変更 <H17.4.1>

※相談指導担当職員の庁内公募実施

消費生活センターの係名変更 <H18.4.1> 

・消費生活係（企画調整担当、啓発担当、生活科学

担当、相談指導担当）の担当係体制
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年  消 費 生 活 センター 計 量 検 査 所 

H22  消費生活係の担当係組織変更 <H22.4.1> 

（企画調整担当、消費者情報担当、相談指導担当） 

 

 

H24  部の組織変更 

市民局 生活安全部 消費生活センター <H24.4.1> 

 

H30  係の名称変更 <H30.4.1> 

・消費生活係（企画調整担当、消費者情報担当、相談

指導担当）から企画係、教育啓発係、相談指導係に

名称変更 

 

R5  係の組織変更 <R5.4.1> 

・教育啓発係と相談指導係を相談啓発係に組織変更 

・企画係と相談啓発係の２係体制 

 

R6  係の組織変更 <R6.4.1> 

・相談指導係を新設し、相談啓発係を教育啓発係へ

名称変更 

・企画係、相談指導係、教育啓発係の３係体制 

※太字は組織名の変更を示し、下線は、消費生活センターと計量検査所が同一の課であることを示す。 
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３ 福岡市消費生活条例 

平成16年12月20日 
福岡市条例第56号 

改正 平成25年12月26日条例第66号 
 改正 平成28年３月28日条例第10号 

目次 
第１章 総則 （第１ 条 － 第７条） 
第２章 消費者との共働   （第８条－第 13条） 
第３章 消費生活の基盤整備等 
第１節 消費生活の基盤整備 （第14条－第23条） 
第２節 物価の安定 （第24条・第25条） 
第３節 立入調査及び公表 （第26条・第27条） 

第４章 消費者被害の救済 （第28条－第30条） 
第４章の２ 消費生活センターの組織及び運営等 

（第30条の２－第30条の８） 
第５章 福岡市消費生活審議会 （第31条－第37条） 
第６章 雑則 （第38条） 
附則 

第１章 総則 

（目的） 
第１条 この条例は、消費生活における消費者の権利の確立に

関し、基本理念を定め、市及び事業者の責務並びに消費者の
役割を明らかにするとともに、消費者の自立の支援、消費生
活の基盤整備、消費者被害の救済その他市が実施する施策に
ついて必要な事項を定めることにより、その施策を総合的に
推進し、もって市民の安全で安心できる消費生活の実現を図
ることを目的とする。 

（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号に定めるところによる。 
(1) 消費者 事業者が供給する商品又はサービスを使用し、

又は利用して生活する者をいう。
(2) 事業者 消費生活の用に供する商品若しくはサービスの

供給に関して商業、工業、サービス業その他の事業を行う
者又は営業所、代理店等以外の場所において消費者から商
品を購入する事業を行う者をいう。

(3) 商品 消費者が消費生活を営む上で使用する物をいう。
(4) サービス 消費者が消費生活を営む上で使用し、又は利

用するもののうち、商品以外のものをいう。
（平成25条例66・一部改正） 

（基本理念） 
第３条 第１条の目的達成のための諸活動は、市、消費者及び

事業者が、相互に連携しつつ、それぞれの責務と役割を果た
すことにより、次に掲げる消費者の権利の確立を図ることを
基本として行うものとする。 
(1) 消費生活における基本的な需要が満たされ、健全な生活

環境が確保される権利
(2) 商品又はサービスによって、生命、身体及び財産を侵さ

れない権利
(3) 自立した消費生活を営む上で必要な知識について学習

し、及び教育を受ける権利
(4) 消費生活を営む上で必要な情報を適切かつ速やかに提供

される権利
(5) 消費生活において、適正な表示をもとに、商品又はサー

ビスについての適切な判断及び自由な選択を行う権利
(6) 消費生活において、公正な方法及び条件により取引を行

う権利
(7) 消費生活において、不当に受けた被害から適切かつ速や

かに救済される権利
(8) 消費生活に関する施策について意見を表明し、参加する

権利

（市の責務） 
第４条 市は、市民が安全で安心できる消費生活を営むことが

できるよう、経済社会の変化に対応した総合的な施策を策定
し、及び実施しなければならない。 

２ 市は、消費生活に関する施策を実施するに当たり、必要が
あるときは、国又は他の地方公共団体に対して、協力を求
め、又は必要な措置をとるよう求めるものとする。 

３ 市は、国又は他の地方公共団体が実施する消費生活に関す
る施策について協力を求められたときは、これに応じるもの
とする。 

（事業者の責務） 
第５条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、消費者

の権利を尊重し、安全な商品及びサービスを適正に供給し、
及び適正な取引を行うとともに、市が実施する消費生活に関
する施策に協力しなければならない。 

２ 事業者は、消費者との取引に際して、消費者の年齢、知
識、経験、判断能力及び財産の状況等に配慮しなければなら
ない。 

３ 事業者は、その事業活動に関し、法令を遵守するととも
に、自らが遵守すべき基準を作成すること等により消費者の
信頼を確保するよう努めなければならない。 

４ 事業者は、その事業活動において取得した消費者の個人に
関する情報を適正に取り扱わなければならない。 

（平成25条例66・一部改正） 

（消費者の役割） 
第６条 消費者は、自立した主体として、自ら進んで消費生活

に関して、必要な情報を収集し、知識を深め、主体的かつ合
理的に判断し、選択し、及び行動するよう努めなければなら
ない。 

２ 消費者団体は、消費者の安全で安心できる消費生活の実現
を図るため、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意
見の表明、消費者に対する啓発及び教育、消費者の被害の防
止及び救済のための活動その他の消費生活に関する健全かつ
自主的な活動に努めるものとする。 

（環境への配慮） 
第７条 市、消費者及び事業者は、良好な環境が市民の健康で

文化的な生活に欠くことのできないものであることを認識
し、消費生活が環境に配慮して営まれるよう、それぞれが積
極的な役割を果たすものとする。 

２ 市は、消費生活に関する施策の策定及び実施に当たって
は、消費者及び事業者が環境への負荷の低減を図ることがで
きるよう努めなければならない。 

３ 消費者は、商品の選択、使用若しくは廃棄又はサービスの
選択若しくは利用に際して、環境への負荷を低減するよう努
めなければならない。 

４ 事業者は、事業活動を行うに当たっては、環境への負荷の
低減及び環境に配慮した消費者の自主的行動への協力に努め
なければならない。 

第２章 消費者との共働 

（学習条件の整備及び消費者教育の推進等） 
第８条 市は、消費者の消費生活に関する自発的な学習を支援

するために必要な条件の整備に努めなければならない。 
２ 市は、消費者が主体的かつ合理的な消費生活を営むために

必要な教育の推進及び知識の普及に努めなければならない。 

（情報の提供） 
第９条 市は、消費者が経済社会の状況の変化に対応した消費

生活を営むために必要な情報を収集し、分析するとともに、
これを消費者に適切かつ速やかに提供するよう努めなければ
ならない。 

（消費者団体の自主的な活動の促進） 
第10条 市は、市民の安全で安心できる消費生活の実現を図る

ため、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進されるよう
必要な施策を講じるものとする。 

（消費者の意見の反映） 
第11条 市長は、市民が安全で安心できる消費生活を営むこと

ができるようにするため、広く消費者の意見、要望等を把握
し、市の消費生活に関する施策に反映させるよう努めなけれ
ばならない。 

（消費者と事業者との交流の機会の確保） 
第12条 市長は、消費者の意見が事業者の事業活動に反映され

るよう、消費者と事業者との対話その他の交流の機会の確保
に努めなければならない。 

（市長への申出） 
第13条 市民は、この条例に違反する事業者の事業活動が行わ

れているとき、又は次章第１節及び第２節に規定する措置が
講じられていないことにより消費生活上の支障が発生し、若
しくは拡大するおそれがあるときは、市長に対して、その旨
を申し出て、必要な措置を講じることを求めることができ
る。 

２ 市長は、前項の規定による申出があったときは、必要な調
査を行い、当該申出に相当の理由があると認めるときは、こ
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の条例に基づく措置その他の必要な措置を講じるものとす
る。 

３ 市長は、第１項の規定による申出があったときは、処理の
経過及び結果を当該申出を行った者に通知するものとする。
ただし、当該申出に係る事案が当該申出を行った者を当事者
とする福岡市消費生活審議会の調停に付されたときその他特
別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

 
第３章 消費生活の基盤整備等 

第１節 消費生活の基盤整備 

（危険な商品又はサービスの供給の禁止等） 
第14条 事業者は、消費者の生命若しくは身体に危害を及ぼ

し、若しくは及ぼすおそれがあり、又はその財産に損害を与
え、若しくは与えるおそれがある商品又はサービスを消費者
に供給してはならない。 

２ 事業者は、商品又はサービスが消費者の生命若しくは身体
に危害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがあり、又はその財
産に損害を与え、若しくは与えるおそれがあることが明らか
になったときは、直ちに、当該事実の発表、当該商品又はサ
ービスの供給の中止、当該商品の回収その他の危害又は損害
の発生又は拡大を防止するために必要な措置をとらなければ
ならない。 

 
（危害等に関する調査、勧告等） 

第15条 市長は、商品又はサービスが消費者の生命若しくは身
体に危害を及ぼし、又はその財産に損害を与える疑いがある
と認めるときは、当該商品又はサービスについて、必要な調
査を行うものとする。 

２ 市長は、前項の調査のみによっては同項の疑いを解消する
ことが困難であると認めるときは、当該商品又はサービスを
供給する事業者に対して、資料の提出その他の方法により、
当該商品又はサービスが当該危害又は損害を生じさせるもの
でないことを立証するよう求めることができる。 

３ 市長は、第１項の調査及び前項に規定する立証のための行
為によっても、なお、当該商品又はサービスが消費者の生命
若しくは身体に危害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがあ
り、又はその財産に損害を与え、若しくは与えるおそれがあ
ると認定した場合において、当該商品又はサービスを供給す
る事業者が前条第２項に規定する措置をとらないときは、当
該事業者に対して、同項に規定する措置をとるべきことを勧
告することができる。 

４ 市長は、前項の規定による認定をしようとするときは、あ
らかじめ福岡市消費生活審議会に諮るものとする。 

５ 市長は、第３項の規定による勧告をしようとするときは、
当該事業者に対して、あらかじめ、その旨を通知し、意見の
聴取を行うものとする。ただし、当該事業者が正当な理由な
く意見の聴取に応じないとき、又は当該事業者の所在が不明
で通知することができないときは、この限りでない。 

６ 市長は、第３項の規定による勧告をしたときは、その旨及
び次の各号に掲げる事項のうち必要な事項を公表するものと
する。この場合において、第３号及び第４号に掲げる事項を
公表しようとするときは、あらかじめ福岡市消費生活審議会
の意見を聴かなければならない。 
(1) 商品又はサービスの名称 
(2) 危害又は損害の内容 
(3) 事業者の氏名又は名称 
(4) 事業者の住所又は事務所の所在地 
(5) その他当該危害又は損害に関する事項 

７ 市長は、消費者の生命、身体又は財産の安全を確保するた
めに必要があると認めるときは、第１項の調査又は第２項に
規定する立証のための行為において得られた情報を消費者に
提供するものとする。 

 
（危険な商品又はサービスについての緊急の公表） 

第16条 市長は、商品又はサービスが消費者の生命若しくは身
体に重大な危害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがあり、又
は財産に重大な損害を与え、若しくは与えるおそれがある場
合において、当該危害又は損害の発生又は拡大を防止するた
めに緊急の必要があると認めるときは、直ちに、前条第６項
各号に掲げる事項のうち必要な事項を公表するものとする。 

 
（適正な表示の確保） 

第17条 事業者は、商品又はサービスの性質に応じ、次に掲げ
る事項を適正に表示するよう努めなければならない。 
(1) 商品又はサービスについて、品質その他の内容 
(2) 商品又はサービスを供給する事業者の氏名又は名称及び

住所又は事務所の所在地 
(3) 商品又はサービスについて、販売又は提供の価格及び質

量、長さ、面積、容積、時間、回数等の単位当たりの価格 

(4) 商品又はサービスについて、消費者に供給した後の保証
の期間及び内容 

(5) 自動販売機その他これに類する機械により供給する商品
又はサービスについて、その内容及び取引条件並びに当該
事業者との連絡に関し必要な事項 

(6) 再使用（循環型社会形成推進基本法（平成12年法律第
110号 ）第２条第５項に規定する再使用をいう。以下同
じ。）又は再生利用（同条第６項に規定する再生利用をい
う。以下同じ。）が可能な商品について、再使用又は再生
利用をするために消費者が行うべき処理の方法 

(7) 廃棄に際して特別な注意を必要とする商品について、そ
の廃棄の方法 

(8) 使用又は利用の方法によっては消費者の生命、身体又は
財産に危害又は損害が発生することが予測される商品又は
サービスについて、当該危害又は損害の具体的内容及びそ
の発生を回避するための使用又は利用の方法 

２ 市長は、消費者が商品を購入し、使用し、若しくは廃棄
し、又はサービスを購入し、若しくは利用するに当たり、適
切な選択及び判断を行うために必要があると認めるときは、
法令に定めがある場合を除き、商品又はサービスごとに、表
示すべき事項及びその方法について事業者が守るべき基準
（以下「表示基準」という。）を定めることができる。 

３ 市長は、表示基準を定めようとするときは、あらかじめ福
岡市消費生活審議会に諮るものとする。表示基準を変更し、
又は廃止しようとするときも、また同様とする。 

４ 市長は、表示基準を定めるときは、これを告示するものと
する。表示基準を変更し、又は廃止するときも、また同様と
する。 

５ 市長は、事業者が表示基準に違反していると認めるとき
は、当該事業者に対して、表示基準を遵守するよう指導し、
又は勧告することができる。 

 
（適正な包装等の確保） 

第18条 事業者は、商品について、必要以上に包装を行い、又
は必要以上の容器を用いて、商品の内容を誇張し、又は廃棄
物の量を増大させることのないよう努めなければならない。 

２ 事業者は、商品の包装又は容器の選択に当たっては、資源
の節約に資するものとなるよう努めるとともに、包装又は容
器が不要となったときは、適正に再使用され、若しくは再生
利用され、又は廃棄されるよう配慮しなければならない。 

３ 事業者は、消費者に危害が及ぶことがないようにするた
め、包装又は容器の安全性を確保しなければならない。 

４ 市長は、商品の内容を誇張し、若しくは廃棄物の量を増大
させることを防止し、又は包装若しくは容器の安全性を確保
するために必要があると認めるときは、法令に定めがある場
合を除き、包装又は容器に関し事業者が守るべき基準（以下
「包装等基準」という。）を定めることができる。 

５ 前条第３項から第５項までの規定は、包装等基準について
準用する。 

 
（広告の適正化） 

第19条 事業者は、商品又はサービスの広告について、虚偽又
は誇大な表現その他消費者が選択を誤るおそれのある表現を
してはならない。 

 
（計量の適正化） 

第20条 事業者は、商品又はサービスの取引に当たっては、消
費者が不利益を被ることがないよう、適正な計量に努めなけ
ればならない。 

（平成25条例66・一部改正） 
 

（不当な取引行為の禁止） 
第21条 事業者が消費者との間で行う取引に関する行為のう

ち、次の各号のいずれかに該当する行為であって市長が指定
するものは、不当な取引行為とする。 
(1) 消費者に対して、商品若しくはサービスの取引に係る契

約に関する重要な情報を提供せず、若しくは誤信を招く情
報を提供し、又は将来における変動が不確実な事項につい
て断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約
を締結させること。 

(2) 消費者を威迫し、困惑させる行為をする等の消費者の十
分な意思形成を妨げる手段を用いて、契約の締結を勧誘
し、又は契約を締結させること。 

(3) 消費者からの要請がないにもかかわらず、営業所、代理
店等以外の場所において、消費者から商品を購入する契約
の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を
確認すること。 

(4) 取引における信義誠実の原則に反し、消費者に不当な不
利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させること。 

(5) 消費者又はその関係人を欺き、威迫し、困惑させる行為
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をする等の不当な手段を用いて、当該消費者又はその関係
人に契約（契約の成立又はその内容について当事者間で争
いのあるものを含む。）に基づく債務の履行を迫り、又は
債務を履行させること。 

(6) 契約若しくは法律の規定に基づく債務について、正当な
理由なく完全な履行をせず、消費者の正当な根拠に基づく
債務の履行の請求に対し、適切な対応をすることなく履行
を不当に拒否し、若しくはいたずらに遅延させ、又は消費
者への事前の通知をすることなく履行を中止すること。

(7) 契約の内容を正当な理由なく一方的に変更すること。
(8) 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約

の解除若しくは取消しの申出若しくは契約の無効の主張
（以下これらを「申込みの撤回等」という。）に際し、当
該申込みの撤回等を妨げて、又は申込みの撤回等が有効に
行われたにもかかわらず、契約が成立した状態若しくはそ
の効力が継続している状態であることを前提とした行為を
行い、若しくは当該申込みの撤回等によって生じた債務の
履行を不当に拒否し、若しくはいたずらに遅延させるこ
と。

(9) 消費者が他の事業者から商品又はサービスを購入するこ
とを条件又は原因として信用の供与をする契約又は保証を
受託する契約（以下これらを「与信契約等」という。）に
ついて、消費者の利益を不当に害することが明白であるに
もかかわらず、その締結を勧誘し、若しくは締結させ、又
は不当な手段で与信契約等に基づく債務の履行を迫り、若
しくは履行させること。

２ 前項の規定による指定は、告示により行う。当該指定を変
更するときも、また同様とする。 

３ 事業者は、消費者と取引を行うに当たり、第１項に規定す
る不当な取引行為（以下「不当な取引行為」という。）を行
ってはならない。 

（平成25条例66・一部改正） 

（不当な取引行為に関する調査、勧告等） 
第22条 市長は、事業者が行う行為が不当な取引行為に該当す

る疑いがあると認めるときは、当該行為について、必要な調
査を行うものとする。 

２ 市長は、事業者が不当な取引行為を行っていると認めると
きは、当該事業者に対して、当該行為を是正するよう指導
し、又は勧告することができる。 

３ 第15条第５項の規定は、前項の規定による勧告について準
用する。 

４ 市長は、第２項の規定による勧告をしたときは、その旨及
び次の各号に掲げる事項のうち必要な事項を公表するものと
する。この場合において、第３号及び第４号に掲げる事項を
公表しようとするときは、あらかじめ福岡市消費生活審議会
の意見を聴かなければならない。 
(1) 不当な取引行為の内容
(2) 被害の内容
(3) 事業者の氏名又は名称
(4) 事業者の住所又は事務所の所在地
(5) その他不当な取引行為に関する事項

５ 市長は、第１項の調査の結果、当該行為による被害の発生
又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、当該
行為に関する情報を消費者に提供するものとする。 

（不当な取引行為についての緊急の公表） 
第23条 市長は、事業者の不当な取引行為により多数の消費者

に被害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、
当該被害の発生又は拡大を防止するために緊急の必要がある
と認めるときは、前条第４項各号に掲げる事項のうち必要な
事項を公表することができる。 

第２節 物価の安定 

（生活関連商品等の円滑な流通を不当に妨げる行為等の禁止） 
第24条 事業者は、市民の日常生活と関連性の高い商品若しく

はその原材料又はサービスその他のもの（以下これらを「生
活関連商品等」という。）の円滑な流通を不当に妨げ、又は
著しく不適正な価格で当該生活関連商品等を供給する行為を
行ってはならない。 

（生活関連商品等に関する調査、勧告等） 
第25条 市長は、生活関連商品等のうち必要と認めるものにつ

いて、価格の動向、需給及び流通の状況その他必要な事項の
調査を行うものとする。 

２ 市長は、生活関連商品等が不足し、又は不足するおそれが
ある場合、その価格が異常に上昇し、又は上昇するおそれが
ある場合その他消費者に著しく不利益となるおそれがある場
合において、特別な調査を行う必要があると認めるときは、

当該生活関連商品等を特定商品等として指定するものとす
る。 

３ 市長は、前項の規定により特定商品等を指定したときは、
その不足又は価格の上昇の状況又は要因その他必要な事項に
ついて、調査を行うものとする。 

４ 市長は、生活関連商品等の円滑な供給を確保するために必
要があると認めるときは、事業者に対して、当該生活関連商
品等の必要な供給量の確保その他必要な措置をとるよう要請
することができる。 

５ 市長は、第１項又は第３項の調査の結果、生活関連商品等
を供給する事業者が前条に規定する行為を行っていると認定
したときは、当該事業者に対して、当該行為を是正するよう
指導し、又は勧告することができる。 

６ 市長は、前項の規定による認定をしようとするときは、あ
らかじめ福岡市消費生活審議会に諮るものとする。 

７ 第15条第５項の規定は、第５項の規定による勧告について
準用する。 

８ 市長は、生活関連商品等の円滑な供給若しくは価格の安定
又は消費者の商品若しくはサービスの適切な選択を確保する
ために必要があると認めるときは、第１項又は第３項の調査
により得られた情報を消費者に提供するものとする。 

第３節 立入調査及び公表 

（立入調査等） 
第26条 市長は、第15条、第17条、第18条、第22条及び前条の

規定の施行に必要な限度において、事業者に対して、報告若
しくは資料の提出を求め、又はその職員に事業者の事務所そ
の他事業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の
物件を調査させ、若しくは関係人に質問させることができ
る。 

２ 市長は、前項の規定による調査を行うため、必要最小限度
の数量の商品又は事業者がサービスを提供するために使用す
る物（以下「商品等」という。）の提出を求めることができ
る。 

３ 第１項の規定により立入調査を行う職員は、当該立入調査
に従事する職員であることを証する証明書を携帯し、関係人
の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

４ 市長は、第２項の規定により事業者から商品等の提出を受
けたときは、当該事業者に対して、正当な補償を行うものと
する。 

（公表） 
第27条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認

めるときは、その旨を公表することができる。ただし、当該
事業者に正当な理由がある場合は、この限りでない。 
(1) 第15条第２項に規定する立証のための行為をせず、又は

虚偽の資料若しくは方法によりこれをしたとき。
(2) 第15条第３項、第17条第５項（第18条第５項において準

用する場合を含む。）、第22条第２項又は第25条第５項の
規定による勧告に従わないとき。

(3) 前条第１項に規定する報告若しくは資料の提出をせず、
若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の
規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若し
くは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは
虚偽の答弁をしたとき。

(4) 前条第２項に規定する商品等の提出を拒んだとき。
２ 市長は、前項本文の規定による公表をしようとするとき

は、あらかじめ福岡市消費生活審議会に諮るものとする。 
３ 市長は、第１項本文の規定による公表をしようとする場合

において必要があると認めるときは、当該事業者に対して、
あらかじめ、その旨を通知し、意見の聴取を行うものとす
る。ただし、当該事業者が正当な理由なく意見の聴取に応じ
ないとき、又は当該事業者の所在が不明で通知することがで
きないときは、この限りでない。 

第４章 消費者被害の救済 

（事業者の苦情処理体制の整備等） 
第28条 事業者は、消費者との間の取引に関する苦情について

必要な処理体制の整備に努めるとともに、当該苦情があった
ときは、適切かつ速やかに処理しなければならない。 

（苦情の処理） 
第29条 市長は、消費者から事業者との間の取引に関する苦情

の申出があったときは、当該苦情が専門的知見に基づいて適
切かつ速やかに解決されるよう、必要な助言、あっせんその
他の措置を講じるものとする。 

２ 市長は、前項に規定する措置を講じるために必要があると
認めるときは、当該苦情に係る事業者その他の関係人に対し
て、説明、報告又は資料の提出を求めることができる。 
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３ 市長は、第１項に規定する措置を講じたにもかかわらず解
決することが困難な紛争を福岡市消費生活審議会のあっせん
又は調停に付することができる。 

４ 事業者は、第１項のあっせんその他の措置及び前項のあっ
せん又は調停が行われるときは、これに誠実に協力しなけれ
ばならない。 

５ 市長は、事業者が正当な理由なく第３項のあっせん又は調
停の呼出しに応じないときは、当該事業者の氏名又は名称、
苦情の内容その他の必要な事項を公表することができる。 

 
（訴訟の援助） 

第30条 市長は、事業者の事業活動により被害を受けた消費者
（以下「被害者」という。）が事業者に対し訴訟を提起する
場合又は事業者から訴訟を提起された場合において、次に掲
げる要件を満たしていると認めるときは、被害者の申出によ
り、当該被害者に対し、当該訴訟に係る経費（以下「訴訟資
金」という。）の貸付けその他訴訟に必要な援助を行うこと
ができる。 
(1) 同一又は同種の原因による被害が多数発生し、又は発生

するおそれがあること。 
(2) 当該訴訟資金の額が損害の額を超え、又は超えるおそれ

がある等当該被害者が援助を受けなければ当該訴訟を提起
し、維持し、又は応訴することが困難であること。 

(3) 当該被害に係る紛争が福岡市消費生活審議会のあっせん
又は調停に付されていること。 

２ 訴訟資金の貸付けを受けた者は、当該訴訟が終了したとき
は、速やかにその全額を返還しなければならない。ただし、
市長がやむを得ない事情があると認めたときは、貸付金の全
部又は一部の返還を免除し、又は猶予することができる。 

３ 前２項に定めるもののほか、訴訟資金の貸付けその他訴訟
の援助に関し必要な事項は、規則で定める。 

 
第４章の２ 消費生活センターの組織及び運営等 

（平成28条例10・追加） 

（この章の趣旨） 
第30条の２ 消費者安全法（平成21年法律第50号。以下「法」
という。）第10条の２第１項の規定に基づき設置する消費生
活センター（以下「センター」という。）の組織及び運営並
びに情報の安全管理に関する事項については、この章に定め
るところによる。 

（平成28条例10・追加） 
 

（センターの名称及び住所等） 
第30条の３ 市長は、次に掲げる事項を公示しなければならな

い。当該事項を変更したときも、また同様とする。 
(1) センターの名称及び住所 
(2) 法第８条第２項第１号及び第２号に掲げる事務を行う日

及び時間 
（平成28条例10・追加） 

 
（所長及び職員） 

第30条の４ センターに、センターの事務を掌理する所長及び
センターの事務を行うために必要な職員を置く。 

（平成28条例10・追加） 
 

（消費生活相談員） 
第30条の５ センターにおいて、法第８条第２項第１号及び第

２号に掲げる事務に従事する消費生活相談員は、法第10条の
３第１項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者
（不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法
律（平成26年法律第71号）附則第３条の規定により合格した
者とみなされたものを含む。）とする。 

（平成28条例10・追加） 
 

（消費生活相談員の人材及び処遇の確保） 
第30条の６ 市長は、消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人
材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。 

（平成28条例10・追加） 
 

（職員等に対する研修） 
第30条の７ 市長は、所長及び職員並びに消費生活相談員に対

し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとす
る。 

（平成28条例10・追加） 

 

（情報の安全管理） 
第30条の８ 市長は、法第８条第２項各号に掲げる事務の実施

により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の
当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとす

る。 
（平成28条例10・追加） 

 

第５章 福岡市消費生活審議会 

（設置） 
第31条 市長の附属機関として、福岡市消費生活審議会（以下

「審議会」という。）を置く。 
 

（所掌事務） 
第32条 審議会は、次に掲げる事務を行う。 
(1) 市長の諮問に応じ、消費生活に関する重要な事項につい

て調査審議し、その結果を市長に答申すること。 
(2) 第29条第３項の規定に基づく消費者被害の救済に関する

あっせん及び調停を行うこと。 
(3) 消費生活に関し重要と認められる事項について調査審議

し、市長に意見を述べること。 
(4) 前３号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその

権限に属させられた事務 
 
（組織及び委員） 

第33条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。 
(1) 学識経験のある者 
(2) 消費者 
(3) 事業者 
(4) 行政の職にある者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期
は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 
５ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならな

い。その職を退いた後も、また同様とする。 
 

（会長） 
第34条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定め

る。 
２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長が

あらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 
 

（会議） 
第35条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長とな

る。 
２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くこ

とができない。 
３ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。 
 

（部会） 
第36条 審議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。 
２ 部会に属する委員は、審議会の委員のうちから会長が指名

する。 
３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれ

を定める。 
４ 部会長は、部会の会務を総理する。 
５ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部

会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員
が、その職務を代理する。 

６ 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって
審議会の決議とすることができる。 

７ 前条の規定は、部会について準用する。この場合におい
て、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあ
るのは「部会長」と読み替えるものとする。 

 
（専門委員） 

第37条 部会には、消費生活における重要な事項を調査審議す
る上で専門的な見地から助言を行うために、必要に応じて、
専門委員を置くことができる。 

２ 第33条第５項の規定は、専門委員について準用する。 
 

第６章 雑則 

（委任） 
第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し
必要な事項は、規則で定める。 

 
附 則 

この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年12月26日条例第66号） 
この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年３月28日条例第10号） 
この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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４ 福岡市消費生活審議会 
 

福岡市消費生活条例（平成 17 年４月１日施行）に基づき、市長の附属機関である「福岡市消費生活 

審議会」を設置している。また、必要に応じて部会を置くことができる。 

 

（１） 概要 

・委員は 15 人以内で任期２年 

・委員構成  学識経験のある者、消費者、事業、行政の職にある者から構成 

・所掌事務 

消費生活に関する重要な事項の調査審議 

消費者被害の救済に関するあっせん及び調停 

消費生活に係る訴訟の援助に関する事項の調査審議 

消費生活に関する重要事項について市長に意見を述べる 

 

（２） 審議会・部会開催実績（令和５年度） 

第 10 期 令和５年４月１日～令和７年３月 31 日 

区分 回 開催日 議  題  等 

消 

費 

生 

活 

審 

議 

会 

 

 

 

第 34 回 

 

 

 

 

 

 

令和５年 

11 月 17 日 

 

（報告） 

・第２次福岡市消費者教育推進計画の進捗状況について 

・消費生活センターの事務事業について 
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（３） 審議会委員名簿

第 10 期  任期：令和５年４月１日～令和７年３月 31 日 （敬称略、区分内五十音順） 

区 分 氏 名 所 属 団 体 ・ 役 職 

 学識経験の 

ある者 

奥谷
おくたに

 めぐみ 福岡教育大学教育学部 准教授 

是枝
これえだ

 秀
ひで

幸
ゆき

 福岡県弁護士会 

德本
とくもと

 穰
みのる

九州大学大学院法学研究院 教授 

 消費生活 

専門分野 

井出
い で

 龍子
りゅうこ

 公益社団法人 全国消費生活相談員協会 九州支部 

林
はやし

真実
ま み

 
公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会

理事・九州支部長 

消費者 

江
え

﨑
ざき

 俊子
と し こ

公募委員 

片
かた

渕
ふち

 輝
てる

昭
あき

 
福岡市自治協議会等７区会長会 代表 

早良区自治協議会会長会 会長 

呉羽
く れ は

 由美
ゆ み

福岡市ＰＴＡ協議会 副会長 

木庭
こ ば

 健太郎
けんたろう

 福岡市民生委員児童委員協議会 副会長 

中島
なかしま

 五子
い つ こ

 福岡市中央第５地域包括支援センター 管理者 

宮本
みやもと

 直嗣
なおつぐ

 特定非営利活動法人ゆめふうせん 理事 

事業者 

石橋
いしばし

 靖
やす

仁
じ

 消費者窓口連絡会 会長 

笠井
か さ い

 浩二
こ う じ

 
公益社団法人 消費者関連専門家会議 

西日本支部九州地区部会 正会員 

神山
かみやま

 英樹
ひ で き

 福岡県生活協同組合連合会 副会長理事 

（令和６年６月 17日現在） 

※呉羽委員の任期は、令和５年７月 １日～令和７年３月 31日

※神山委員の任期は、令和５年８月 １日～令和７年３月 31日

※笠井委員の任期は、令和６年６月 17日～令和７年３月 31日



事   業   概   要 

（令和６年７月） 

編 集  福岡市市民局生活安全部消費生活センター 

〒810－0073  福岡市中央区舞鶴２丁目５番１号 

    電話（092）712-2929 

   FAX（092）712-2765 

※本書は、再生紙を使用しています。
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